
（平成２１年８月５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 41 件

国民年金関係 21 件

厚生年金関係 20 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 44 件

国民年金関係 13 件

厚生年金関係 31 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

埼玉国民年金 事案 2156 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年 10 月から 42 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年 10 月から 42 年３月まで 

    私は、昭和 40 年 10 月ころ、父親の勧めもあって国民年金の加入手続

を行ったが、当時は、冷害と風害の影響で作物の生育が悪く収入が無か

ったため、役場から免除を受けるように言われ免除申請を行った。41

年 12 月に役場に行った時に、余裕があるなら未納、免除期間の保険料

を納付するように言われ納付した。申立期間が未納となっていることに

納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、昭和 41 年 12 月３日に

納付したのは、未納及び免除期間の保険料であると主張しているところ、

同日に納付した保険料は、47 年４月から同年 12 月までの保険料とされて

いるが、当該保険料の納付の際、より廉価である過年度納付可能な未納期

間及び免除期間の保険料の納付又は追納が可能であるにもかかわらず、納

付及び追納を行っていないこと、納付日が免除期間であることを考えれば、

未納期間及び免除期間のままとなっているのは不自然である。 

また、申立人が昭和 41 年 12 月３日に納付した国民年金保険料について

は、申立人が所持している国民年金手帳の 42 年４月から同年 12 月までの

検認印がＡ町の検認となっており、Ａ町Ｂ組合のＣの口座でも 41 年 12 月

３日付けでＤ他入金として４万 9,410 円と記帳されているなど、申立人が

同町及び同組合の両機関で保険料を納付したことが推認でき、42 年４月

から同年 12 月までの保険料 1,800 円が、未納の期間及び 41 年１月から同

年 12 月までの免除期間の保険料 1,800 円と同一の金額となることから、



  

申立人の未納期間及び免除期間の保険料であるとの主張に信 憑
ぴょう

性が認め

られる。 

   さらに、昭和 42 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料を 41 年 12

月３日に納付しているにもかかわらず前納扱いになっておらず、納付した

日の翌月の 42 年１月から同年３月までの保険料を納付していないのは不

自然である。 

   加えて、申立人は、申立期間以外に未納は無く、厚生年金保険から国民

年金への切替手続を適切に行っている。   

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

   



  

埼玉国民年金 事案 2157 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年１月から同年３月までの期間、46 年１月から同年３

月までの期間及び 54 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 45 年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 46 年１月から同年３月まで 

             ③ 昭和 54 年１月から同年３月まで 

    私の国民年金の加入手続と国民年金保険料の納付は父が行ってくれた。

父は納税組合を通じて保険料を納付してきたので、申立期間が未納とな

っていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金保険料について、Ａ班で構成される納税組合を通じ

て保険料を納付しており、送達された納付書と現金を入れた袋を交代で当

番になった班員が回収し、市役所で領収書と引き替え、領収書を入れた袋

を各家庭に配布していたと主張しているところ、Ｂ市では、「Ｃ組合」に

より、昭和 38 年度から平成６年度まで保険料を徴収していたとしており、

申立人と同じ班員が、申立人の主張どおり、納税組合により保険料を納付

したと証言している。 

   また、申立人の申立期間の国民年金保険料について、申立人の両親及び

町内会の同じ班員が、保険料を完納しているのに、申立人の保険料が未納

となっているのは不自然である。 

   さらに、申立人は、国民年金保険料について、国民年金の加入期間 40

年のうち、短期間である申立期間９か月間を除いて完納しているなど、保

険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

埼玉国民年金 事案 2158 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 54 年１月から同年３月まで 

    国民年金の加入手続は父が行ってくれて結婚するまで保険料を負担し

てくれたが、結婚してからは、義父が納付組合を通じて保険料を納付し

てくれたので、申立期間が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金保険料について、Ａ班で構成される納税組合を通じ

て保険料を納付しており、送達された納付書と現金を入れた袋を交代で当

番になった班員が回収し、市役所で領収書と引き替え、領収書を入れた袋

を各家庭に配布していたと主張しているところ、Ｂ市では、「Ｃ組合」に

より、昭和 38 年度から平成６年ころまで保険料を収納していたとしてお

り、申立人と同じ班員が、申立人の主張どおり、納税組合により保険料を

納付したと証言している。 

   また、申立人の申立期間の国民年金保険料について、申立人の両親及び

町内会の同じ班員が、保険料を完納しているのに、申立人の保険料が未納

となっているのは不自然である。 

   さらに、申立人は、国民年金保険料について、国民年金の加入期間 40

年のうち、短期間である申立期間３か月間を除いて完納しているなど、保

険料の納付意識は高かったものと認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

   



  

埼玉国民年金 事案 2163 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

年 金 番 号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月から 40 年３月まで 

昭和 45 年ころＡ村（現在は、Ｂ町）の職員から特例納付について教

えられ、私の夫が私のために２万円強の国民年金保険料を納付してくれ

た。村の民生委員をしていた方と村役場の職員の方が来て、夫が私の前

で保険料を渡したことを覚えている。 

この特例納付した保険料が納付記録から漏れていることに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 45 年ころ村役場の職員から特例納付について教えられ、

その夫が申立人のために 36 年４月にさかのぼって２万円強の国民年金保

険料を特例納付したと主張するところ、45 年７月から第１回の特例納付

が実施されており、納付に必要な保険料も申立人が納付したと主張する金

額とほぼ一致している上、保険料を渡したとする当時の民生委員の氏名及

び同席した村役場の職員の存在も確認されていることから、申立内容に信

憑
ぴょう

性が認められる。 

また、Ａ村は、当時婦人会が国民年金保険料の収納を行っており、特例

納付保険料についても村民の利便を図るため婦人会が預かった可能性があ

るとしているところ、申立人に係るＡ村の被保険者名簿から申立期間当時

の保険料の収納を婦人会が行っていたことが確認できる。 

さらに、申立人は、申立期間以降に未納期間は無く、厚生年金保険との



  

切替手続も適切に行っており、年金に対する意識の高さがうかがわれる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金特例納付保険料を納付していたものと認められる。 



  

埼玉国民年金 事案 2164 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年１月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 55 年１月から 56 年３月まで 

昭和 54 年 12 月に夫婦一緒に会社を辞めたため、翌年１月ころ私がＡ

市役所で国民年金加入手続をして、それ以降は二人分の保険料を市役所

かＢ銀行で納付していた。一緒に納めていたはずで、夫は納付済みにな

っているのに私の分が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を退職後夫婦二人分の国民年金保険料を納付していた

としているところ、社会保険庁の記録から納付日が分かる昭和 59 年４月

から 61 年 11 月までの間、夫婦が同一日に納付していることが確認でき

る上、申立人の夫は申立期間の保険料を納付済みであること、及び申立

人の手帳記号番号が払い出された昭和 56 年９月時点で申立期間は過年度

納付可能な期間であることから、申立人が申立期間の保険料を納付しな

かったとは考え難い。 

また、申立期間直後の昭和 56 年４月から 57 年８月までが未納から納

付済みへ記録訂正されており、行政側の記録管理に不備が認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

埼玉国民年金 事案 2165 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年２月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年２月から 50 年３月まで 

    社会保険事務所に国民年金保険料の納付記録を照会したところ、昭和

48 年２月から 50 年３月までの期間が未納であった。申立期間の保険料

は、49 年 11 月ころ妻が会社を退職し、国民年金の加入手続を行った際

に、私も国民年金に加入していないことを知り、後日、妻が加入手続を

行ってくれ、保険料を納付したはずである。未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の妻が昭和 49 年 11 月に会社を退職し、国民年金の加

入手続を行った際、申立人が国民年金に未加入であることを知り、後日、

申立人の国民年金への加入手続を行い、未納保険料を納付したと主張して

いるところ、申立人の妻の年金手帳が 49 年 11 月に発行され、申立人の手

帳は同年 12 月に発行されていることが確認できることから、申述内容と

符合する。 

また、申立人が国民年金に加入した時点で、申立期間当初の昭和 48 年

２月にさかのぼり国民年金被保険者資格を強制で取得していることから、

申立期間は現年度納付及び過年度納付可能な期間であり、その妻は２種類

の納付書があったことを覚えている上、その妻から提出されたメモには申

立期間内である 50 年３月ころに夫婦の保険料を納付したことがうかがえ

る記載があることから、申立内容に不自然さはみられない。 

さらに、申立人の国民年金加入手続及び保険料の納付を行ったとするそ

の妻は、国民年金に加入して以降未納期間が無く、第３号被保険者と第１



  

号被保険者との切替えも適切に行うなど納付意識は高かったと考えられる

ことから、その妻が申立人の国民年金の加入手続を行ったのみで申立期間

の保険料を納付しなかったとは考え難い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

埼玉国民年金 事案 2166 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年１月から同年３月までの期間、

48 年７月から同年９月までの期間及び 61 年６月の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年２月から 44 年９月まで 

             ② 昭和 46 年７月から 47 年３月まで 

             ③ 昭和 48 年１月から同年３月まで 

             ④ 昭和 48 年７月から同年９月まで 

             ⑤ 昭和 61 年６月 

    中学卒業後、すぐに就職してＡ区Ｂ町のＣ店に住み込みで働いていた。

申立期間①から④までは、私が 20 歳になって少ししてから、店にやっ

てきた区役所の職員に「20 歳になったので国民年金に加入してくださ

い」と言われたので、店の主人が私と同僚の分の国民年金の加入手続を

してくれた。それ以来店の主人が毎月の給料から保険料を納めてくれて

いた。申立期間⑤は、納付書が届いたのでそのつど私がＤ市まで行き、

窓口で保険料を納めた。申立期間について、未納となっていることは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間③及び④について、申立人は、当時働いていたＣ店の主人が

申立人とその同僚の国民年金保険料を一緒に納めていたとしていると

ころ、社会保険事務所の特殊台帳では、申立人と同僚の保険料の収納

年月が確認できる期間については二人の納付年月が一致しており、店

主も申立人と同僚の保険料を自身の分と合わせて納付したとの証言を

していることから、申立内容に信 憑
ぴょう

性が認められる。 

また、申立期間③及び④の前後は納付済みである上、申立期間③に



  

ついては、国民年金保険料を一緒に納めていたとする申立人の同僚は

納付済みであり、申立期間④については、同僚及び店主は納付済みで

ある。 

    さらに、申立期間④について、特殊台帳から、申立期間の前後の期間

である昭和 48 年４月から同年６月までの期間及び 48 年 10 月から同年

12 月までの期間の国民年金保険料を、同年 12 月に納付していることが

確認できることから、申立期間が未納となっていることは不自然である。 

 

  ２ 申立期間⑤について、申立人は納付書で国民年金保険料を納付してい

たとしているところ、申立期間⑤当時、Ｄ市では納付書による保険料

収納を行っていたとしており、申立内容と符合している。 

また、申立人は、申立期間⑤の前後は納付済みであり、申立期間⑤

前後を通じて住所やその職業に変更は無く、生活状況に大きな変化が

みられないこと、及び申立期間⑤が１か月と短期間であることから、

申立期間⑤の国民年金保険料も納付していたと考えるのが自然である。 

 

  ３ 申立期間①及び②について、申立人は、申立期間①及び②に係る国民

年金の加入手続及び国民年金保険料の納付は店の主人が行っていたとし

ているが、その店主は加入手続及び保険料の納付方法等についての記憶

が曖昧
あいまい

であり、申立人自身は国民年金の手続に直接関与していないため、

具体的な加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立期間①については、国民年金保険料を一緒に納付したとす

る申立人の同僚は未納である上、社会保険事務所の特殊台帳から申立人

及びその同僚とも、申立期間①直後の昭和 44 年 10 月から 45 年９月ま

での保険料を 46 年 11 月に過年度納付していることが確認でき、過年度

納付の時点では申立期間①の保険料は時効により納付することができな

い。 

    さらに、申立期間②について、国民年金保険料を一緒に納付したとす

る申立人の同僚及び店主は未納である。 

 

  ４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 48 年１月から同年３月までの期間、48 年７月から同年９月ま

での期間及び 61 年６月の国民年金保険料を、納付していたものと認め

られる。 



  

埼玉国民年金 事案 2167 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 44 年４月から同年６月まで 

 私が 20 歳になったときに父が国民年金の加入手続をしてくれた。申

立期間の国民年金保険料は、父が家族の分をまとめて納税組合の役員へ

納付していたと聞いている。申立期間について、両親は納付済みとなっ

ているのに、私だけ未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になったときにその父が国民年金の加入手続をし、国

民年金保険料を納付したとしているところ、申立人の国民年金手帳記号

番号は昭和 44 年４月 21 日に払い出されており、Ａ町の国民年金被保険

者名簿では、申立期間後の 44 年７月から 56 年３月までの保険料を現年

度納付していることが確認でき、申立内容に信 憑
ぴょう

性が認められる。 

   また、申立期間について、申立人と一緒に国民年金保険料を納付したと

するその両親は納付済みである。 

   さらに、申立人は、申立期間以外に未納が無く、年金の種別変更手続を

適切に行っている上、申立人の両親は、国民年金加入期間についてすべ

て納付済みであるなど、申立人及びその両親は国民年金の納付意識が高

いことがうかがえることから、加入して当初の３か月と短期間である申

立期間の国民年金保険料を納付したと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

埼玉国民年金 事案 2168 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年１月から同年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 52 年１月から同年４月まで 

 昭和 51 年 10 月に退職する際、会社の庶務担当から必ず市役所に行っ

て厚生年金保険から国民年金への切替手続をするように言われ、退職後、

Ａ市役所の窓口で国民年金の加入手続をした。51 年 12 月２日に同年 11

月と同年 12 月の国民年金保険料 2,800 円を市役所の窓口で納付書によ

り納め、52 年１月に入ってから昭和 51 年度の４期分である 52 年１月

から同年３月までの保険料 4,200 円を同じ窓口で納めた。52 年５月に

就職が決まったので、同年４月の保険料についても納めた。申立期間に

ついて、未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 51 年 10 月の退職後、国民年金の加入手続をしたとして

いるところ、Ａ市の国民年金被保険者名簿では、同年 12 月２日に資格取

得の届出をしていることが確認できる上、申立期間のうち 52 年１月から

同年３月までの国民年金保険料を 4,200 円とする申立内容は、申立期間

当時の保険料額と一致しており、申立内容に信 憑
ぴょう

性が認められる。 

また、申立期間は、４か月と短期間である上、申立人は国民年金加入

期間について、申立期間以外に未納が無いなど、国民年金の納付意識が

高かったと考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

埼玉国民年金 事案 2169 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年９月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 39 年９月から 40 年３月まで 

    昭和 39 年９月にＡ店に転職し、事務員として住み込みで働き始めま

した。事業主から国民年金に入るよう勧められ、加入手続を集金人を通

して行い、また、国民年金保険料も自分の分も含めて事業主や同僚の分

を集金人に渡していました。申立期間が未納となっていることに納得で

きない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 39 年９月に住み込みで個人商店で働き始めたときに国

民年金に加入し、事業主や同僚の保険料と合わせて自身の分も集金人に

納付していたとしているところ、事業主及び同僚の納付記録から、申立

期間について、保険料が納付されていたことが確認できることから、申

立人のみ納付していなかったとするのは不自然である。 

また、申立人は、申立期間以外の国民年金加入期間に未納は無く、納

付意識の高さがうかがわれ、かつ、申立期間は７か月と短期間である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

埼玉国民年金 事案 2170 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年４月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ： 昭和 40 年４月から 43 年３月まで 

結婚前のＡ市に居住している時に、兄に勧められ兄が私の国民年金

加入手続をしてくれた。 

結婚後、Ｂ地からＣ村（現在は、Ｄ町）に転居してきて何年か経っ

た時に、夫から年金は少しでもさかのぼって納めた方がよいと言われ、

昭和 44 年３月に子供二人を自転車に乗せ、同村役場年金窓口に出向き

国民年金の加入手続を行った。 

そのときに国民年金保険料を納付しようと思い、１万円札を出した

ところ、窓口職員に全部納めますかと言われた。帰りに買い物をする

予定だったので、8,000 円くらいでお願いしますと言ったところ、それ

では３年だけさかのぼりましょうと言われ、8,000 円前後の保険料を納

付した。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年３月にＣ村役場年金窓口で３年間だけさかのぼり、

8,000 円前後の国民年金保険料を納付したとするところ、申立人の所持す

る国民年金手帳から 44 年３月に昭和 43 年度の保険料が現年度納付され

ていることが確認でき、このころに納付手続を行ったと推認できる上、

申立人が納付したとする保険料額も申立期間の保険料と 43 年度の現年度

保険料とを合わせた額とおおむね一致していることから、申立内容には

不自然さはみられない。 

また、申立人は、納付手続を行った昭和 44 年３月の時点では時効によ



  

り保険料を納付できない期間も含め申立期間の国民年金保険料を納付した

としているところ、同時期にＣ村役場で払い出された他の国民年金被保険

者の納付記録を調査した結果、時効により納付できない期間も含めさかの

ぼって保険料が収納されている事例が見られたことから、申立人について

も同様の取扱いが行われ、申立期間の保険料が収納された可能性がある。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

埼玉国民年金 事案 2172 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年４月から同年６月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60 年４月から 61 年 12 月まで 

② 昭和 62 年４月から同年６月まで 

昭和 60 年３月に会社を辞め、１年間通訳の学校に通い、翌年４月か

ら派遣社員として働き始めた。国民年金に加入していないのを母が気に

かけ、61 年２月ころ、Ａ区役所で国民年金の加入手続をし、会社退職後

の 60 年４月からの保険料を３回に分け過年度納付した。納付後少した

ってから、母から学生の時は免除できるので支払わなくて良かったこと

を聞き、払わなくても良かったのに納付してしまったと話し合った記憶

があり、母もそのように記憶しているので、学生期間であったころも納

付していたはずである。申立期間①及び②が未納であるのは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、申立期間②以降は未納は無く、厚生

年金保険と国民年金の切替手続も適切に行っていることから、納付意

識は高かったものと認められる。 

また、社会保険庁の記録では、申立人は、申立期間②前後は国民年

金保険料が納付済みとなっており、３か月と短期間である申立期間②

が未納となっているのは不自然である。 

 

２ 一方、申立期間①について、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立

人の前後の手帳記号番号の資格取得日から、平成元年２月ころ払い出

されたと推認され、払出時点からすると、申立期間①は時効により納



  

付できない上、別の手帳記号番号が払い出された形跡は無い。 

また、申立期間①について、申立人は納付した時期、国民年金保険

料額の具体的な記憶が無く、納付したことを裏付ける関連資料（家計

簿、確定申告書等）も無い。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 62 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 



  

埼玉国民年金 事案 2173 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年５月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年５月から 37 年３月まで 

    昭和 36 年に私が夫婦二人分の国民年金の加入手続をして、国民年金

保険料も私が夫婦二人分を一緒に納付してきた。社会保険庁の記録では、

申立期間が未納となっているが、加入直後は集金で、しばらくしてから

は郵便局で納付していたことを覚えているので、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、11 か月と短期間である申立期間を除き、昭和 36 年４月に国

民年金に加入してから、60 歳に到達する平成６年＊月までの国民年金保

険料をすべて納付しており、保険料の納付意識は高かったものと認められ

る。 

また、申立人は、申立人が申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を納

付したと主張するところ、申立人及びその夫の国民年金手帳記号番号は、

昭和 36 年 12 月ころ、連番で払い出されており、申立人の夫は、申立期間

のうち、36 年５月から同年８月までは納付済みとなっている。 

さらに、申立人が所持している領収証書及び国民年金手帳から、申立人

は、昭和 37 年６月 18 日に申立期間後の 37 年４月から同年６月までの国

民年金保険料を現年度納付し、同年 10 月 22 日に申立期間前の 36 年４月

の保険料を過年度納付していることが確認でき、いずれの時点でも申立期

間の保険料を納付することが可能であったことから、申立期間が未納であ

るのは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

埼玉国民年金 事案 2174 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年７月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 42 年７月から 43 年３月まで 

    昭和 43 年 10 月ころ、一緒に住んでいた母親が私の国民年金の加入手

続をしてくれた。それまでの国民年金保険料の未納分についても、加入

直後に母親がまとめて納付してくれた。申立期間が未納となっているの

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、９か月と短期間である申立期間を除き、国民年金加入期間中

の国民年金保険料をすべて納付しており、保険料の納付意識は高かったも

のと認められる。 

   また、申立人は、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料をまとめて

納付したとしているところ、Ａ市の国民年金被保険者名簿から、昭和 43

年 10 月 12 日に申立期間後の 43 年４月から同年９月までの保険料を現年

度納付し、同年 10 月 28 日に申立期間前の 41 年９月から 42 年６月までの

保険料を過年度納付していることが確認でき、いずれの時点でも申立期間

の保険料を納付することが可能であったことから、申立期間が未納である

のは不自然である。 

さらに、平成 20 年 10 月８日に、上記被保険者名簿の記録により、申立

期間直前の昭和 42 年４月から同年６月までの納付記録が追加され、申立

期間中の 43 年１月から同年３月までの納付記録が取り消されており、行

政側の記録管理に不備があったことがうかがわれる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

埼玉国民年金 事案 2177 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年６月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 58 年６月から 59 年３月まで 

昭和 61 年４月に国民年金の任意加入被保険者から第３号被保険者に

切り替わることになったので、夫の会社に迷惑をかけてはいけないと思

い、それまでに未納であった期間の国民年金保険料を納付した。未納期

間をすべて納付したので、申立期間が未納であるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 52 年 11 月に国民年金に任意加入するとともに付加保険

にも加入し、申立期間以外には国民年金保険料の未納が無いことから、保

険料の納付意識は高かったものと認められる。 

また、申立期間は 10 か月と短期間である上、社会保険庁の記録から、

申立人は、第３号被保険者制度が始まる前の昭和 60 年度に 60 年度分の国

民年金保険料を現年度納付し、59 年度分の保険料を過年度納付したこと

が推認され、この時点において申立期間の保険料も納付できた可能性が考

えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

埼玉国民年金 事案 2178 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年 11 月から 53 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年 11 月から 53 年３月まで 

        昭和 45 年に退職した後、国民年金に加入していなかったが、53 年こ

ろ、Ａ市職員から、国民年金保険料を納めないと将来年金がもらえなく

なると言われたので、保険料額の細かな計算をしてもらった上で、市役

所で夫婦二人の未納期間の保険料をすべて納付した。申立期間が未納で

あるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53 年９月６日に夫婦連番で払

い出されており、申立人は、このころ国民年金の加入手続を行ったこと

が確認でき、この時期は、第３回特例納付実施期間(53 年７月から 55 年

６月まで)に該当するとともに、申立期間は強制加入被保険者期間である

ことから、申立期間の保険料を特例納付することは可能であった。 

また、申立人は、昭和 53 年６月ころ、Ａ市職員に申立期間の国民年金

保険料額と今後 60 歳になるまでの保険料額を試算してもらったとすると

ころ、申立人が所持するメモには申立期間を特例納付した場合の保険料

額と、付加保険にも加入した場合に今後納付することになる保険料額が

記載されており、このメモに基づいて特例納付したとする金額(夫婦二人

で約 60 万円)は、申立期間の保険料額とおおむね一致することなどから、

申立内容には信 憑
ぴょう

性が認められる。 

   さらに、申立人は、申立期間以降は、すべて国民年金保険料を納付して

おり、納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

埼玉国民年金 事案 2179 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年 11 月から 53 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年 11 月から 53 年３月まで 

        昭和 45 年に夫が退職した後、国民年金に加入していなかったが、53

年ころ、Ａ市職員から、国民年金保険料を納めないと将来年金がもらえ

なくなると言われたので、保険料額の細かな計算をしてもらった上で、

市役所で夫婦二人の未納期間の保険料をすべて納付した。申立期間が未

納であるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53 年９月６日に夫婦連番で払

い出されており、申立人は、このころ国民年金の加入手続を行ったこと

が確認でき、この時期は、第３回特例納付実施期間(53 年７月から 55 年

６月まで)に該当するとともに、申立期間は強制加入被保険者期間である

ことから、申立期間の保険料を特例納付することは可能であった。 

また、申立人は、昭和 53 年６月ころ、Ａ市職員に申立期間の国民年金

保険料額と今後 60 歳になるまでの保険料額を試算してもらったとすると

ころ、申立人が所持するメモには申立期間を特例納付した場合の保険料

額と、付加保険にも加入した場合に今後納付することになる保険料額が

記載されており、このメモに基づいて特例納付したとする金額(夫婦二人

で約 60 万円)は、申立期間の保険料額とおおむね一致することなどから、

申立内容には信 憑
ぴょう

性が認められる。 

   さらに、申立人は、申立期間以降は、すべて国民年金保険料を納付して

おり、納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

埼玉国民年金 事案 2180 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年４月から 55 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 54 年４月から 55 年３月まで 

② 平成６年６月から 13 年５月まで 

    申立期間①については、昭和 43 年に会社を退職した後、国民年金の

加入案内があったので、市役所で加入手続をして保険料を納めていた。

申立期間②についても会社を辞めた後、保険料を納付するよう督促があ

ったので、２か月ごとに納めていた。申立期間①及び②が未納であるの

は納得できない。       

   

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、会社退職後、市役所で国民年金の

加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと主張しているとこ

ろ、社会保険庁の記録では、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和

55 年６月に払い出されているが、払出前の同年４月に申立期間前の 53

年１月から 54 年３月までの期間を過年度納付していることが確認でき

ることから、その時点で納付が可能な申立期間①が未納であるのは不

自然である。 

また、申立期間①は 12 か月と短期間である。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、納付した国民年金保険料額、納付

方法等を具体的に記憶しておらず、納付状況は不明である。        

また、申立人が申立期間②の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料の納付をう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 



  

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の

うち、昭和 54 年４月から 55 年３月までの国民年金保険料を納付して

いたものと認められる。 



  

埼玉国民年金 事案 2182 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年４月及び平成６年９月の国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 61 年４月 

             ② 平成元年４月及び同年５月 

             ③ 平成６年９月 

申立期間①については、職場を退職した昭和 61 年４月に、Ａ区役所

で国民健康保険への加入手続と同時に国民年金の加入手続をしたはず

であり、一緒に国民年金保険料を納付した妻は納付済みとなっている。

申立期間②については、妻と一緒に国民年金保険料を納付しており、

平成４年に住宅ローンを組むため国民年金の納付履歴をＡ区役所に照

会した際、妻は 20 歳から同年９月まで未納が無いと言われている。申

立期間③については、妻と一緒に納付しており、妻は納付済みとなっ

ていることから、未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立期間①について、申立人は、会社を退職した昭和 61 年４月にＡ

区役所でその妻が夫婦の国民健康保険の加入手続を行った際、同時に

夫婦の国民年金の加入手続をして国民年金保険料を納付したとしてい

るところ、一緒に納付した妻は納付済みであり、その主張に不自然さ

はみられない。 

 

２  申立期間③について、申立人は、その妻と一緒に国民年金保険料を

納付したとしているところ、妻は納付済みであり、申立人の主張に不

自然さはみられない。 

 



  

３  申立期間②について、申立人は、その妻と一緒に国民年金保険料を

納付したとしているが、社会保険庁の記録によれば、昭和 61 年５月か

ら始まる厚生年金保険被保険者資格が申立期間②当初の平成元年４月

１日に喪失したことが、９年１月 31 日に追加訂正され、それに伴い申

立期間②が国民年金被保険者資格期間として同じく追加訂正されてい

ることから、その時点まで、申立期間②は記録上厚生年金保険加入期

間となっていたため、当時、申立期間②の国民年金保険料を納付した

とする申立人の主張は不自然である。 

また、一緒に保険料を納付したとされる申立人の妻も未納となって

おり、納付を裏付ける関連資料（家計簿、確定申告書等）も見当たら

ないことから、保険料の納付状況が不明である。 

 

４  その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の

うち、昭和 61 年４月及び平成６年９月の国民年金保険料を納付してい

たものと認められる。 

 



  

埼玉国民年金 事案 2183 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成８年 12 月の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成元年４月及び同年５月 

             ② 平成８年 12 月 

申立期間①については、夫と一緒に国民年金保険料を納付しており、

平成４年９月に住宅ローンを組むため国民年金保険料の納付履歴をＡ

区役所に照会し、20 歳から同年９月まで未納が無いと言われた。申立

期間②については、夫と一緒に納付しており、夫は納付済みとなって

いる。申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立期間②について、申立人は、その夫と一緒に国民年金保険料を

納付したとしているが、夫は納付済みであり、申立人の主張に不自然

さはみられない。 

 

２  申立期間①について、申立人は、その夫と一緒に国民年金保険料を

納付したとしているところ、夫の厚生年金保険被保険者資格が平成元

年４月１日に喪失したことが判明したことに伴い、昭和 61 年５月から

始まる国民年金第３号被保険者資格が申立期間①当初の平成元年４月

１日に喪失し、申立期間①が国民年金第１号被保険者資格期間として

８年９月９日に追加訂正されていることから、その時点まで、申立期

間①は第３号被保険者期間となっていたため、当時、申立期間①の国

民年金保険料を納付したとする主張は不自然である。 

また、一緒に保険料を納付したとされる申立人の夫も未納となって

おり、納付を裏付ける関連資料（家計簿、確定申告書等）も見当たら



  

ないことから、保険料の納付状況が不明である。 

 

３  その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の

うち、平成８年 12 月の国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 

 



  

埼玉国民年金 事案 2185 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年 10 月から 47 年３月までの期間

及び 51 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 40 年 11 月から 47 年３月まで 

             ② 昭和 51 年１月から同年３月まで 

 申立期間①については、結婚届を出した昭和 40 年 10 月にＡ区役所

で国民年金に加入した後、自宅を訪問したＡ区役所職員と思われる集

金人に国民年金保険料を納付し、その後自宅近くの銀行や郵便局で夫

婦一緒に国民年金保険料を納付していた。申立期間②については、自

宅近くの銀行や郵便局で夫婦一緒に保険料を納付していた。申立期間

が未納とされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立期間②について、申立人は、その夫と一緒に自宅近くの銀行や

郵便局で国民年金保険料を納付したとし、一緒に納付した夫は納付済

みとなっていることから、その主張に不自然さはみられない。 

 

２  申立期間①のうち、結婚後の昭和 46 年 10 月から 47 年３月までにつ

いて、申立人は、その夫と一緒に国民年金保険料を自宅近くの銀行及

び郵便局で納付書により納付したとしているところ、Ａ区では保険料

の集金人制度は 45 年９月に終了し、同年 10 月から納付書方式による

保険料の納付に変更されていたことが確認でき、一緒に納付した夫は

納付済みとなっていることから、その主張に不自然さはみられない。 

一方、申立期間①のうち、昭和 40 年 10 月から 46 年９月までについ

ては、申立人の国民年金手帳記号番号から推定できる国民年金への加



  

入時期は 46 年 12 月ころであるため、当該期間は時効により納付でき

ない期間及びさかのぼって納付する期間となるが、申立人はさかのぼ

って納付した記憶は無く、また、納付を裏付ける関連資料（家計簿、

確定申告書等）やほかの国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も

無いことから、保険料の納付状況が不明である。 

 

３  その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の

うち、昭和 46 年 10 月から 47 年３月までの期間及び 51 年１月から同

年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 1347                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額を 28 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

    氏 名 ：  男 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  昭和 18 年生 

    住 所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年３月１日から 11 年３月 31 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ株

式会社で勤務していた期間のうち、平成９年３月から 11 年２月までの

標準報酬月額が、実際の給料（28 万円ぐらい）より低い金額に訂正さ

れていることが判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂

正・取消済資格記録）において、申立人のＡ株式会社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成９年３月から 11 年２月まで 28 万円と記

録されていた。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ａ株式会社について、厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなった平成 11 年３月 31 日以降の同年４月６

日に、申立人を含む８人の標準報酬月額の記録が減額訂正されており、

申立人の場合、標準報酬月額が９年３月から 11 年２月までは９万 2,000

円に訂正されていることが確認できる。社会保険事務所において、この

ような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から平成９年３

月から 11 年２月までは 28 万円とすることが必要と認められる。 



  

埼玉厚生年金 事案 1351 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立てに係る事業所における標準報酬月額の記録は、昭和 51

年９月から 52 年６月までは 11 万円、同年７月から 53 年５月までは 12 万

6,000 円、同年６月から同年９月までは 14 万 2,000 円、同年 10 月から 54

年９月までは 13 万 4,000 円及び同年 10 月から 55 年５月までは 14 万

2,000 円に訂正する必要がある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年９月１日から 55 年６月１日まで 

 申立期間当時勤務していた株式会社Ａの厚生年金保険の被保険者記録

について、社会保険事務所に照会した結果、申立期間における標準報酬

月額が９万8,000円となっているとの回答があった。しかし、同社への

入社日が同じである同僚の被保険者記録と比較しても、申立期間の標準

報酬月額が約４年間にわたり９万8,000円のままであることに納得がい

かないので、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁のオンライン記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額は９万8,000円となっているが、これは、申立人の昭和42年３月26日

（標準報酬月額は１万6,000円）から50年10月１日（同９万8,000円）まで

の期間及び60年10月１日（同22万円）の厚生年金被保険者原票はあるもの

の、申立期間の被保険者原票が無いことから、社会保険事務所は、50年10

月１日の標準報酬月額９万8,000円をそのまま申立期間において継続適用

したものと推認できる。 

これについて、Ｂ社会保険事務所では、申立人のマイクロフィルムが見

当たらない原因は不明であるとしているものの、本来保存されるべき位置

に保存されず、別のところに紛れ込んでいるか、又はマイクロフィルムの

撮影もれの可能性は否定できないとしている。 

一方、Ｃ健康保険組合で保管する同事業所の健康保険被保険者名簿には、



  

申立人の申立期間に係る健康保険標準報酬月額の記録として、昭和51年９

月から52年６月までは11万円、同年７月から53年５月までは12万6,000円、

同年６月から同年９月までは14万2,000円、同年10月から54年９月までは

13万4,000円及び同年10月から55年５月までは14万2,000円とあり、申立期

間前後の厚生年金保険と健康保険の標準報酬月額はおおむね一致している。 

同様に、申立人と入社日が同じである同僚及び同僚照会が可能であった

その他数人の同僚のそれぞれの厚生年金保険と健康保険の標準報酬月額を

突合すると、おおむね一致することから、申立人の申立期間に係る厚生年

金保険の標準報酬月額は、Ｃ保険組合で保管する被保険者名簿の標準報酬

月額の記録を適用することが妥当であると考えられる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所は、オンライン記録上、

申立期間について申立人が主張する標準報酬月額に係る改定を行わなかっ

たと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額を昭和51年９

月から52年６月までは11万円、同年７月から53年５月までは12万6,000円、

同年６月から同年９月までは14万2,000円、同年10月から54年９月までは

13万4,000円及び同年10月から55年５月までは14万2,000円と訂正すること

が必要である。 



  

埼玉厚生年金 事案 1352 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人の有限会社Ａにおける資格

取得日に係る記録を昭和 46 年 12 月 23 日、資格喪失日に係る記録を 50

年４月６日とし、申立期間の標準報酬月額を 46 年 12 月から 47 年９月ま

では４万 2,000 円、同年 10 月から 48 年９月までは６万 8,000 円、同年

10 月から 49 年９月までは 10 万 4,000 円、同年 10 月から 50 年３月まで

は 14 万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 :   

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年 12 月 23 日から 50 年４月６日まで 

有限会社Ａには昭和 44 年 10 月から 50 年４月まで勤務したのに、厚

生年金保険の加入期間が 46 年 12 月 23 日までとなっており、Ｂ区から

Ｃ市へ工場が移転した後の期間について被保険者期間となっていない。

工場移転後も継続して勤務しており、当時の同僚は、Ｄ地方第三者委員

会へ申立てをし、あっせんされている。給与明細書は持っていないが厚

生年金保険料が給与から控除されていたので、被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、雇用保険の被保険者資格記録及び複数の同僚の供述から判断

すると、申立期間において有限会社Ａで勤務していたことが認められると

ともに、厚生年金保険料が控除されていることが確認できる給与明細書を

所持している同僚と雇用形態、業務内容などの勤務実態が同じであったこ

とが認められることから、申立人は、当該同僚と同程度の給与の支給を受

け、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 



  

一方、社会保険事務所の職歴審査照会回答票（事業所情報）によれば、

有限会社Ａは、Ｂ区からＣ市への工場移転に伴い、昭和 46 年 12 月 23 日

に適用事業所でなくなり、Ｃ市において 50 年６月４日から再び適用事業

所となっており、申立期間は適用事業所としての記録が無い。 

しかし、複数の同僚は、工場の移転後も申立人と共に継続して勤務し、

移転前と業務内容及び勤務形態の変更はなかったと供述していること、ま

た、雇用保険の被保険者資格記録によると、申立人を含む少なくとも 10

人が申立期間中に雇用保険の資格を取得していることが確認できること、

さらに、当該事業所は、申立期間を含む昭和 45 年６月１日から 50 年４月

26 日までの期間においてＥ保険組合に加入していたことが確認できること

から、当該事業所は、申立期間において当時の厚生年金保険法に定める適

用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の同僚の給与明細書に

おける保険料控除額から、昭和 46 月 12 月から 47 年９月までは４万 2,000

円、同年 10 月から 48 年９月までは６万 8,000 円、同年 10 月から 49 年９

月までは 10 万 4,000 円、同年 10 月から 50 年３月までは 14 万 2,000 円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務履行については、当

該事業所は既に適用事業所でなくなっており、確認できる関連資料が無く、

当時の代表取締役も生存が不明であるところ、事業主は、申立期間におい

て適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなか

ったと認められることから、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



  

埼玉厚生年金 事案 1353 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月

額を平成３年 10 月から４年９月までは 22 万円、同年 10 月は 24 万円に訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 平成３年 10 月１日から４年 11 月１日まで 

社会保険事務所の記録では、株式会社Ａに勤務していた期間のうち、

平成３年 10 月１日から４年 11 月１日までの期間の標準報酬月額が実際

の給与額より低い金額に減額訂正されているので、減額前の標準報酬月

額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録回答票（訂正・取消済資格記録）におい

て、申立人の申立期間に係る株式会社Ａにおける厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、平成３年 10 月から４年９月までは 22 万円、同年 10 月は

24 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所では

なくなった５年３月 31 日より後の同年６月 28 日付けで、申立人を含む

12 人の標準報酬月額がさかのぼって減額訂正されていることが確認でき、

申立人の場合は、申立期間における標準報酬月額が９万 8,000 円に訂正さ

れていることが確認できる。社会保険事務所において、このような遡及
そきゅう

に

より記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があ

ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成３年 10 月から４年９月まで

は 22 万円、同年 10 月は 24 万円と訂正することが必要と認められる。 



  

埼玉厚生年金 事案 1354 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月

額を 41 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から同年６月１日まで 

    社会保険事務所によって申立期間の標準報酬月額を 41 万円から 11 万

円に減額された。申立期間の標準報酬月額を 41 万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録によると、申立人が、申立期間当時、勤務していた株

式会社Ａにおける厚生年金保険の被保険者資格は平成８年６月１日に喪失

（８年６月６日に喪失処理）し、９年６月 30 日に適用事業所に該当しな

くなっているところ、その資格喪失処理から１年以上経過し、適用事業所

に該当しなくなった日以降である同年７月 18 日に、同処理を取り消した

上で、申立人の８年４月（被保険者資格の取得月）及び同年５月（被保険

者資格の喪失月）の標準報酬月額を 41 万円から 11 万円に遡及
そきゅう

して訂正さ

れていることが社会保険庁の記録で確認できる。 

   また、申立人は、遡及
そきゅう

訂正について事業主から聞いていないとしている

上、申立人は、取締役という役職であったが、社会保険手続等の業務には

関与していないと主張しており、事業主も総務経理全般は、他の社員が行

っていたと供述している。さらに複数の同僚も、申立人は社会保険の手続

に関与する立場ではなかったと供述している。 

   加えて、申立人は、平成９年３月から 10 年９月までは他事業所で厚生

年金保険の被保険者記録があり、９年７月 18 日になされた遡及
そきゅう

訂正処理

に申立人が関与したとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理

由は無く、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について有効な記録訂正



  

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から 41 万円とす

ることが必要である。 



  

埼玉厚生年金 事案 1355 

 

第１ 委員会の結論    

   申立人の申立てに係る事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失

日は昭和 60 年２月９日であると認められることから、資格喪失日を訂正

することが必要である。 

   なお、昭和 59 年６月から 60 年１月までの標準報酬月額については、59

年６月から同年９月までについては 11 万円、同年 10 月から 60 年１月ま

でについては 11 万 8,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 59 年６月 21 日から 60 年３月１日まで 

    Ａ株式会社に勤務していたが、申立期間の厚生年金保険加入記録に欠

落がある。 

当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が、昭和 60 年２月８日まで、Ａ株

式会社（以下「Ａ株式会社(Ｂ市)」という。）に継続して勤務していた

ことが確認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、昭和 59 年４月 21 日に申立人が

厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年 10 月１日に標準報酬月額が

定時決定された後、60 年３月 20 日に、Ａ株式会社(Ｂ市)の厚生年金保

険適用事業所でなくなる処理が 59 年６月 20 日までさかのぼって行われ

ている上、申立人の資格喪失日も同日となっており、同年 10 月１日の定

時決定もさかのぼって取り消されていることが確認できる。 

また、昭和 60 年３月 20 日に事業所が適用事業所でなくなる処理が行

われた際に、59 年６月 20 日付けで被保険者資格を喪失した記録とされ

た同僚 41 人についても、標準報酬月額の定時決定（59 年 10 月１日）が

さかのぼって取り消されていることが確認できる上、このうちの 13 人は、

当初の記録において資格喪失日が 59 年８月 13 日から同年 12 月 26 日ま



  

での間となっていたところ、60 年３月 20 日にこの記録が取り消され、

他の同僚と同じ喪失日である 59 年６月 20 日に訂正されていることが確

認できる。 

さらに、同僚の保管していた申立期間の一部に係る給与明細書により、

申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が推認できる。 

加えて、当該事業所の元役員は、昭和 60 年１月から同年２月ごろ、経

営が行き詰まったことから社会保険料の精算をするため、社会保険事務

所に出向いたと供述しており、同僚のうちの一人は、当該役員から申立

期間当時に会社の経営が苦しいので、国民年金にしてほしいとの話をさ

れた覚えがあると供述している。 

なお、申立期間後に申立人が勤務していたとするＡ株式会社（Ｃ区）

は、同社に係る商業登記履歴事項全部証明書により昭和 60 年２月 23 日

商号の譲渡を受けた別会社であることが確認でき、同社の新規適用年月

日は同年３月１日であり､申立人の同社における資格取得日も同日である

ことが事業所別被保険者名簿により確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 59 年６月 20 日

までさかのぼって資格喪失処理を行う合理的理由は無く、当該資格喪失

処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人のＡ株

式会社(Ｂ市)における資格喪失日は、雇用保険の記録における離職日の

翌日である 60 年２月９日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所

に当初届け出た昭和 59 年４月及び同年 10 月の記録から、同年６月から

同年９月までについては 11 万円、同年 10 月から 60 年１月までについて

は 11 万 8,000 円とすることが妥当である。 



  

埼玉厚生年金 事案 1364 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間②のうち、平成３年 12 月から４年３月までの厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立人の株式会社Ａにおける資格の喪失日に係る記録を平成４年４

月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 53 万円とすることが必要で

ある。 

 なお、事業主は、申立人に係る平成３年 12 月から４年３月までの厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 50 年ころから平成元年５月 31 日まで 

             ② 平成３年 12 月１日から８年ころまで 

          厚生年金保険の記録を確認したところ、両申立期間について厚生年金

保険に加入した事実が無いとの回答であった。昭和 50 年ころから平成

８年ころまで継続して株式会社Ａに勤務していたので、両申立期間につ

いて被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   昭和 52 年５月１日から平成４年８月 31 日までが加入期間となっている

雇用保険の記録及び同僚の供述により、申立人は、申立期間当時、株式会

社Ａにおいて勤務していたものと推認できる。 

しかし、社会保険庁の記録によると、株式会社Ａは、平成元年６月１日

から３年 12 月 31 日までが厚生年金保険の適用事業所となっており、申立

期間は適用事業所とされていなかったことが確認できる。 

また、当時の事業主は連絡先が不明で、申立人の厚生年金保険料の控除

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

さらに、申立期間①については、昭和 48 年から平成４年４月まで勤務

していた同僚の記録によると、当該事業所が適用事業所となる前に国民年

金に加入していたことが把握できることから、厚生年金保険の被保険者で



  

なかったことが確認できる。 

一方、申立期間②については、当該事業所の経理担当者は、平成元年６

月から４年３月まで厚生年金保険料は控除されていたと供述しており、同

時期まで申立人の厚生年金保険料を控除していたと供述している経理担当

者の給与明細書により控除されていた事実が認められることから判断する

と、申立人は申立期間②のうち、３年 12 月から４年３月までの厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、複数の同僚の供述により、申立期間当時、給与の支払いが滞って

いたことが確認でき、昭和 52 年５月１日から平成３年３月 31 日まで、当

該事業所の社会保険関係の事務処理を委託されていた社会保険労務士の供

述により、厚生年金保険料の支払いが滞っていたことが確認できる。 

なお、社会保険事務所の記録によれば、株式会社Ａは、平成３年 12 月

31 日に厚生年金保険の適用事業所で無くなっており、申立期間②のうち、

平成３年 12 月 31 日以降においては適用事業所となっていない。しかし、

当該事業所は、平成８年６月まで存続し、申立人及び同僚の供述から、申

立期間当時も同社の従業員が 10 人程度であったとしていることから、当

時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断

される。 

さらに、当該期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａにお

ける平成３年 11 月の社会保険庁の記録から、53 万円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該事業所は既に適用事業所ではなくなっており、元事業主は所在不明の

ため当時の事情を確認できないが、社会保険庁の記録によると、当該事業

所は申立期間において厚生年金保険の適用事業所では無いことから、社会

保険事務所は、申立人の申立期間に係る保険料について納入告知を行って

おらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 1365                    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬

月額を昭和 62 年８月から 63 年１月までは 20 万円に訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 62 年８月１日から 63 年２月 29 日まで 

    社会保険事務所からの連絡により、株式会社Ａに勤務した期間のうち、

昭和 62 年８月から 63 年１月までの標準報酬月額が、遡及
そきゅう

して訂正さ

れていることが判明した。そのため、申立期間の標準報酬月額を正し

い記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）

において、申立人の申立期間に係る株式会社Ａにおける厚生年金保険の

標準報酬月額は、当初、昭和 62 年８月から 63 年１月までは 20 万円と記

録されていた。 

しかし、社会保険庁の記録では、株式会社Ａが厚生年金保険の適用事

業所ではなくなった昭和 63 年２月 29 日より後の 63 年４月１日付けで、

申立人を含む複数人の標準報酬月額がさかのぼって減額訂正されている

ことが確認でき、申立人の申立期間における、62 年８月から 63 年１月ま

での標準報酬月額は、20 万円から 11 万円に遡及
そきゅう

して訂正されていること

が確認できる。 

これらを総合的に判断すると、当該処理を遡及
そきゅう

して行う合理的理由は

無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないこ

とから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た 20 万円に訂正することが必要であると認め

られる。 



  

埼玉厚生年金 事案 1367 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額

を平成３年１月から同年９月までは 26 万円、同年 10 月から４年 10 月ま

では 28 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成３年１月１日から４年 11 月 30 日まで 

    厚生年金保険被保険者加入期間を照会したところ、平成３年１月から

４年 10 月までの標準報酬月額は 15 万円となっているが、誤りと思わ

れるので当該期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂

正・取消済資格記録）において、申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成３年１月から同年９月までは 26 万円、

同年 10 月から４年 10 月までは 28 万円と記録されていた。 

しかし、社会保険庁の記録では、株式会社Ａについて厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなった平成４年 11 月 30 日以降の５年１月 19 日に、

申立人を含む 36 人の標準報酬月額の記録が訂正されて引き下げられてお

り、申立人の場合、標準報酬月額が３年１月から４年 10 月までは 15 万円

に訂正されていることが確認でき、社会保険事務所において、このような

遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があ

ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成３年１月か

ら同年９月までは 26 万円、同年 10 月から４年 10 月までは 28 万円とする

ことが必要と認められる。 



  

埼玉厚生年金 事案 1368 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額

を平成３年１月から４年９月までは 36 万円、同年 10 月は 38 万円に訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成３年１月１日から４年 11 月 30 日まで 

    厚生年金保険被保険者加入期間を照会したところ、平成３年１月から

４年９月までの標準報酬月額は 15 万円、同年 10 月の標準報酬月額は

26 万円となっているが、誤りと思われるので当該期間の標準報酬月額

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂

正・取消済資格記録）において、申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成３年１月から４年９月までは 36 万円、

同年 10 月は 38 万円と記録されていた。 

しかし、社会保険庁の記録では、株式会社Ａについて厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなった平成４年 11 月 30 日以降の５年１月 19 日に、

申立人を含む 36 人の標準報酬月額の記録が訂正されて引き下げられてお

り、申立人の場合、標準報酬月額が３年１月から４年９月までは 15 万円

に、同年 10 月は 26 万円に訂正されていることが確認でき、社会保険事務

所において、このような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う合理

的な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があ

ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成３年１月か

ら４年９月までは 36 万円、同年 10 月は 38 万円とすることが必要と認め

られる。 



  

埼玉厚生年金 事案 1369 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月

額を、53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成３年１月１日から同年 10 月２日まで 

    Ａ株式会社に勤めていた平成２年８月から３年 10 月までのうち、同

年１月から同年９月までの厚生年金保険の標準報酬月額が以前の月額

より半額程度に下げられていた。４年４月６日に減額手続が行われた

ことに納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、社会保険庁の記録では、申立人のＡ株式会社におけ

る厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成３年１月から同年９月まで

は 53 万円と記録されていたが、同社が適用事業所に該当しなくなった同

年 10 月２日、及びＢ地方裁判所から破産宣告を受けた４年３月 18 日以降

の同年４月６日に申立人を含む 15 人の標準報酬月額が遡及
そきゅう

して訂正処理

されており、申立人の３年１月から同年９月までの標準報酬月額が 32 万

円に減額されていることが確認できる。 

   また、当該事業所が適用事業所に該当しなくなった後、かつ、破産宣告

後の平成４年４月６日に月額変更届を３年１月１日さかのぼって処理され

ている合理的理由は考えられない。 

   これらを総合的に判断すると、当該処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由は

なく、標準報酬月額に係る有効な手続があったとは認められず、申立人の

申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た

標準報酬月額の記録から 53 万円とすることが必要と認められる。 

   



  

埼玉厚生年金 事案 1371 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失

日に係る記録を平成 12 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

28 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 12 年３月 31 日から同年４月１日まで 

    株式会社Ａでの厚生年金保険被保険者資格喪失年月日が平成 12 年３月

31 日となっているが、同年３月末日まで在籍し、４月 21 日に振込まれた

同年４月分の給与から社会保険料が控除されている。 

国民年金加入手続の際、市役所の担当者からも「４月１日の間違いと

思うのですが・・・」と言われたが、意味も分からずそのままにしてい

た。     

最近、新聞記事を見て意味が分かった。申立期間が欠落しているのは、

株式会社Ａの喪失年月日の手違いだと思うので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａは、社会保険事務所に提出した健康保険・厚生年金保険被保

険者資格喪失届に基づく同確認通知書において、申立人の被保険者資格喪

失年月日が平成 12 年３月 31 日と記載されていることから、申立人の被保

険者資格喪失日が同年３月 31 日であるとする一方で、申立期間において

従業員の出勤を管理していた出勤簿や磁気カードが既に無いことから、勤

務実態については不明であるものの、同社の申立人に係る 12 年分の賃金

台帳における出勤日数等に不明な点があること、申立人に交付した雇用通

知書における雇用期間の終期が 2000 年（12 年）３月 31 日となっている

こと、また、申立人が所持する 12 年４月分の給与支給明細書において同



  

年３月分の厚生年金保険料を控除していることから、申立人の被保険者資

格喪失日を誤って届け出た可能性も否定できないとしている。 

 これら事業主の供述及び申立人が所持する銀行預金通帳の写しにより、

平成 12 年３月分の厚生年金保険料が控除された同年４月分の給与が事業

主によって振り込まれていることが確認できることから、申立人は申立期

間において株式会社Ａに勤務していたものと推認される。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、給与支給明細書及び平成

12 年２月の社会保険事務所の記録から 28 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主

が資格喪失日を平成 12 年３月 31 日と届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年３月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

    



  

埼玉厚生年金 事案 1374 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標準報

酬月額を、50 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年７月１日から 12 年４月１日まで 

 社会保険庁の記録によると、株式会社Ａに勤務していた期間のうち、

平成 10 年７月から 12 年３月までの標準報酬月額が相違しているので、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）に

おいて、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、株式会社Ａに勤

務した平成 10 年７月から 12 年３月までは 50 万円と記録されていた。 

   しかし、社会保険庁の記録では、厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなった平成 12 年４月１日以降の同年５月 19 日に、申立人を含む４人の  

標準報酬月額の記録が引き下げられており、申立人の標準報酬月額は、申

立期間について 50 万円から９万 8,000 円へと訂正されていることが確認

でき、社会保険事務所において、このような遡及
そきゅう

により記録を訂正すると

いう処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   また、申立人は申立期間において、株式会社Ａの取締役に就いているも

のの、当該標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正に同意していない上、これに関与でき

る状況にはなかったものと判断される。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間の標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記

録から、平成 10 年７月から 12 年３月までは 50 万円とすることが必要と

認められる。 



  

埼玉厚生年金 事案 1377 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額

を平成２年９月から４年 11 月まで 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成２年９月１日から４年 12 月 31 日まで 

    Ａ株式会社に勤務していた期間のうち、平成２年９月１日から４年

12 月 31 日までの標準報酬月額は 53 万円で、これに基づく保険料が給

与から控除されていた。社会保険庁の記録によると、標準報酬月額が

２年９月１日にさかのぼって、同年９月分が 50 万円に、同年 10 月か

ら４年 12 月までが 11 万円に訂正されており、納得できない。申立期

間の標準報酬月額を 53 万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂

正・取消済資格記録）によると、申立人のＡ株式会社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成２年９月から４年 11 月までは 53 万円と

記録されていたことが確認できる。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ａ株式会社について厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなった平成４年 12 月 31 日以降の５年２月８日に、

申立人を含む３人の標準報酬月額の記録が訂正されて引き下げられており、

申立人の場合、標準報酬月額が２年９月分が 50 万円に、同年 10 月から４

年 11 月までが 11 万円に遡及
そきゅう

訂正されていることが確認でき、社会保険事

務所において、申立人に係る標準報酬月額を遡及
そきゅう

により記録を訂正すると

いう処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、Ａ株式会社の代表取締役は、「遡及
そきゅう

訂正は滞納保険料の清算のた

め、破産申立弁護士と社会保険事務所徴収官が発案し、代表取締役の私が



  

同意して行った。申立人は当該会社の取締役であるが、社会保険手続等一

切関係のない営業部門の担当長であり、遡及
そきゅう

訂正に関与しておらず、知ら

せていなかった。」と供述している。 

   これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があ

ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成２年９月か

ら４年 11 月までを 53 万円とすることが必要と認められる。 



  

埼玉厚生年金 事案 1382 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 34 年 12 月 15 日から 39 年４月１日まで 

             ② 昭和 41 年３月１日から 43 年５月１日まで 

    脱退手当金が支給されていると知ったのは、平成６年 12 月に年金の

申請をするためにＡ社会保険事務所に行ったときである。窓口で「あ

なた何回来ても記録は変わりませんよ」と言われた。私は脱退手当金

の申請をした覚えもお金を受け取った記憶も無い。社会保険庁に支給

記録があることについて納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前の被保険者

期間はその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。しかしなが

ら、未請求となっている被保険者期間は、最初の被保険者期間であり２年

以上勤務した事業所を失念するとは考え難い。 

また、申立人が勤務していた申立期間①及び②のＢ病院は、脱退手当金

の代理請求を行っていない旨回答している上、当該事業所において申立人

の資格喪失日の前後２年間に資格を喪失した者で脱退手当金の受給資格を

有する20名の支給記録を確認したところ、支給記録がある者は３名にすぎ

ず、事業主が申立人の委任を受けて代理請求した可能性は低いものと考え

られる。 

さらに、申立人は昭和34年12月から看護師として勤務しているが、仕事

の幅を広げるために鍼灸専門学校に通い、41年３月に卒業しており、脱退

手当金が支給された43年９月当時、引き続き勤務する意思があったものと



  

推認されるほか、当時の申立人の生活状況等の申立内容に不自然さはうか

がえないことを踏まえると、申立人が当時脱退手当金を請求する意思を有

していたものとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。  

 



  

埼玉厚生年金 事案 1383 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在はＢ株式会

社）Ｃ支店における資格取得日を昭和 29 年１月８日に、同社Ｄ事務所に

おける資格取得日を 36 年９月 30 日に訂正し、29 年１月の標準報酬月額

を１万円、36 年９月の標準報酬月額を３万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 29 年１月８日から同年２月１日まで 

             ② 昭和 36 年９月 30 日から同年 10 月９日まで 

    私は昭和 28 年４月１日から試用期間を経て 62 年 12 月１日に定年退

職するまで 34 年余り、Ｂ株式会社の在職証明書のとおり、Ａ株式会社

に継続して勤務しており、その間は厚生年金保険に加入していたはずで

あり、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社がＥ社会保険事務所に提出した在職証明書、当委員会に提出

した在籍期間証明書及び申立人に係る雇用保険の被保険者記録等から、

申立人が申立期間①及び②も含め、同社に継続して勤務（昭和 29 年１月

８日にＡ株式会社Ｆ工場から同社Ｃ支店に異動、36 年９月 30 日に同社

Ｆ工場から同社Ｄ事務所に異動）していたことが確認でき、両申立期間

は同一企業内の人事異動による転勤であったことから、両申立期間にお

ける事業主による厚生年金保険料の給与からの控除については継続して

行われていたものと認められる。 

   また、申立期間に係る標準報酬月額を、申立期間①については、申立人

の当該事業所における昭和 29 年２月１日の社会保険事務所の記録から１

万円、申立期間②については、申立人の当該事業所における 36 年 10 月



  

９日の社会保険事務所の記録から３万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人の両申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、事業主は不明としており、このほか確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務

所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 1384 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ株式会社Ｂ所における資格喪失日は、昭和 43 年８月１日で

あると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、６万円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 43 年７月１日から同年８月１日まで 

    昭和 43 年７月にＡ株式会社Ｂ所から同社Ｃ所に転勤したが、その際、

厚生年金保険の記録に１か月の空白ができている。同期間についても継

続して同社に勤務しており、その間の年金の記録を訂正してほしい。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の申立期間については、社会保険事務所が保管するＡ株式会社

Ｂ所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に、資格取得日は昭和 38

年３月１日、喪失日は 43 年８月１日と記載のある記録が判明したことか

ら、Ａ株式会社Ｂ所が、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失の届出

を、43 年８月１日として行ったことが確認できる。 

このことから、申立人は、申立期間も継続して同社に勤務し、事業主

により給与から厚生年金保険料を控除されていたことが認められる。 

なお、社会保険庁のオンライン記録では、昭和 43 年７月１日に当該事

業所における被保険者資格を喪失したとされているが、前述の原票上で

は同年８月１日喪失と記録されていることから入力ミスが疑われる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社Ｂ所

における昭和 43 年６月の社会保険庁の記録から、６万円とすることが妥

当である。 



  

埼玉厚生年金 事案 1390 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成７年２月から同年５月までの厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ株式会社における資格喪失日に係る記録を平成７年６月１日に

訂正し、当該期間の標準報酬月額を 38 万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年２月 28 日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録につき照会したところ、平

成７年２月 28 日付で資格喪失となっている。しかし、平成７年６月ま

での厚生年金保険料を控除されていることが確認できる給与明細書を添

付するので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与明細書及び雇用保険の加入記録により、申立人がＡ株式会社で申立

期間に継続して勤務していたことが認められ、かつ、給与明細書及び申立

人の供述により、当該事業所における厚生年金保険料の控除の方法は、翌

月の給与から控除する方法を採用していると認められるが、厚生年金保険

料の控除が確認できる給与明細書は平成７年６月分までであることから、

申立期間のうち、７年２月から同年５月までの厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが確認できる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額

から、38 万円とすることが妥当である。 

さらに、社会保険事務所の記録によれば、Ａ株式会社は、平成７年２月

28 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっているが、その後も、登

記簿謄本により法人であったことが確認できることから、申立期間におい

て当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと



  

判断される。 

加えて、申立期間当時、申立人は、登記簿謄本により取締役であったこ

とが確認できるものの、事業主及び複数の同僚から名目上の取締役であっ

たという供述を得たこと、給与が取締役就任時以降も就任前と変わらない

こと、及び昭和 63 年９月から平成８年３月まで雇用保険に加入している

ことなどから判断すると、申立人は、実質的には当該事業所と雇用関係に

あったものと認められ、社会保険関係事務に関する権限を有していた事実

はないと考えられる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、納付していないとしている上、社会保険庁の記録に

よると、Ａ株式会社は平成７年２月 28 日に適用事業所に該当しなくなっ

ていることから、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成７年６月の申立人の厚生年金保険料の事業

主による控除については、当該事業所における厚生年金保険料の控除の方

法は、翌月の給与から控除する方法を採用しているが、厚生年金保険料が

控除されていることが確認できる給与明細書は同年６月分までであり、同

年７月分以降の給与明細書からは控除されておらず、このほか、同年６月

の厚生年金保険料控除を確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

これを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1391 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年 12 月分（昭和 40 年 12 月 24 日

から 41 年１月１日まで）に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ工場に

おける資格取得日に係る記録を 40 年 12 月 24 日に訂正し、同年 12 月の標

準報酬月額を２万 2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 40 年 12 月 24 日から 41 年２月 12 日まで 

            厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間につい

て厚生年金保険の加入記録が無いことが判明した。しかし、昭和 40 年

12 月にＡ株式会社Ｃ工場がＤ地に移転した際、Ｄ地へ転勤し、引き続

いて 47 年末まで一貫して同社に勤務していたので、当該申立期間を被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主の供述、同僚が所持する昭和 40 年 11 月から 41 年２月までの給

与支払明細書及び同僚の供述から判断すると、申立人がＡ株式会社に継続

して勤務していたことが認められる上、事業主の供述により、当該事業所

における厚生年金保険料の控除の方法は、翌月の給与から控除する方法を

採用していると認められるが、厚生年金保険料が控除されていることが確

認できる給与支払明細書は 41 年１月までであることから、申立期間のう

ち、40 年 12 月分の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 41 年２月の社会保険

事務所の記録から、２万 2,000 円とすることが妥当である。 

さらに、社会保険事務所の記録によれば、Ａ株式会社Ｂ工場は、昭和



  

41 年２月 12 日に厚生年金保険の適用事業所となっているが、同僚の記録

や供述により、適用事業所となった時点で少なくとも被保険者数も 34 人

おり、申立期間当時も申立人の同僚が５人以上いたことが推認できること

から、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたも

のと判断される。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は保険料を納付したか否かについては不明としているが、

Ａ株式会社Ｃ工場は昭和 40 年 12 月 24 日に適用事業所ではなくなり、同

社Ｂ工場は 41 年２月 12 日に適用事業所となっていることから、社会保険

事務所は、申立人に係る 40 年 12 月の保険料の納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 41 年１月の申立人の厚生年金保険料の事

業主による控除については、当該事業所における厚生年金保険料の控除の

方法は、翌月の給与から控除する方法を採用していると認められるが、厚

生年金保険料が控除されていることが確認できる同僚の給与支払明細書は

同年１月までであり同年２月の給与支払明細書からは控除されておらず、

このほか、同年１月の厚生年金保険料控除を確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、これを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1394 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年金

保険の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認め

られることから、申立人の標準報酬月額を平成７年 11 月から９年 10 月

まで 30 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 11 月１日から９年 11 月１日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社における平成７年 11 月１日から平成９

年 11 月１日までの標準報酬月額が給与の額に見合っていない。給与は

継続して 30 万円ぐらいであったので当該期間の標準報酬月額を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格

記録）によれば、厚生年金保険の適用事業所であるＡ社における厚生年

金保険の標準報酬月額は、当初、平成８年 10 月及び９年 10 月は 30 万円

と記録されていたが、当該事業所が適用事業所に該当しなくなった９年

11 月１日以後の同年 11 月 21 日において、７年 11 月までさかのぼって月

額変更をし、９万 8,000 円に引き下げられていることが確認できる。 

一方、申立人は株式会社Ｂの役員であったことが商業登記で確認でき、

この法人がＡ社と同一の事業所であったことも考えられるため、申立人

が当該標準報酬月額の訂正に関与した可能性も否定できない。しかし、

申立人が自らの役員就任を知らなかったこと、対外的交渉を常続的に身

近な親族に依頼していること、当時の業務は配達であり、その後も現場

作業などを行っていたとする同僚等の供述が得られたことから、当該標

準報酬月額の訂正に関与する立場になかったことが推認できる。 

これらを総合的に判断すると、当時申立人が個人事業の従業員又は法

人の役員のいずれであったとしても当該標準報酬月額については有効な



  

記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額は事業主が社会保険庁に届け出た当初の記録から、平成７年 11 月から

９年 10 月まで 30 万円とすることが必要と認められる。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2159 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間及び 38 年４月から 42

年２月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

             ② 昭和 38 年４月から 42 年２月まで 

    私は、妻と一緒に国民年金の加入手続をして以来、妻が国民年金保険

料を納付してきた。今回、年金問題で未納期間があることが分かった。

保険料は妻が確かに納付したので、申立期間が未納となっていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①の国民年金保険料について、国民年金手帳記号番

号が払い出された昭和 37 年８月時点では過年度納付となるが、まとめて

納付した記憶は無いとしている。 

   また、申立期間②後の昭和 42 年３月及び 44 年４月から 45 年３月まで

の期間の国民年金保険料は、昭和 53 年度に第３回目の特例納付により納

付しているが、申立人は、申立期間②の保険料について特例納付した記憶

は無く、当該時点において申立期間①及び②は時効により納付できない。 

   さらに、申立人は、昭和 52 年から 53 年ころにＡ市（現在は、Ｂ市）の

説明会があり、相談して６万円を納付した記憶があるとしており、申立人

が特例納付した期間の国民年金保険料を合わせると５万 2,000 円となるな

ど、申立人の主張におおむね一致することから、申立人の主張する金額は

当該特例納付のことであることが推認できる上、申立人は６万円以外にま

とめて納付した記憶は無いとしている。 

   加えて、申立人の国民年金保険料について、申立期間以外にも未納期間

があり、申立人の妻も申立期間は未納となっている。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。   



 

  

埼玉国民年金 事案 2160 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年４月から 39 年５月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められるものの、被保険者と

なり得る期間ではないことから、年金記録の訂正を行うことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年４月から 39 年５月まで 

    私は、会社を辞めた後の昭和 37 年４月ころ、町内会の方から勧めら

れて、当時、保険料を集金していた町内会の方に国民年金の加入手続を

して以来、20 歳になる前から国民年金保険料を納付してきた。20 歳前

の保険料の納付が認められないことに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を辞めた後に町内会の人に国民年金の加入を勧められ、

加入した後は町内会の人が交代で国民年金保険料を徴収していたので納付

したと主張しているところ、申立人は、保険料を納付したことを示す「Ａ

市Ｂカード」を所持しており、申立期間のうち、20 歳前の昭和 38 年４月

から 39 年５月までの保険料を納付したことを示す町内会の当番員の印鑑

が押されていることから、当該期間については保険料が徴収されていたこ

とが確認できる。 

   また、申立人は、申立期間以降の 20 歳から 60 歳までの期間の国民年金

保険料は完納しており、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   さらに、申立人の口頭意見陳述においても、昭和 37 年４月から 38 年３

月までの国民年金保険料の納付状況等について、当初の申立て以上に具体

的な申述が得られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 38 年４月から 39 年５月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認められる。 

   しかしながら、国民年金保険料の納付記録については、納付期間が 20

歳前の期間であるため、制度上、記録訂正することはできない。   



 

  

埼玉国民年金 事案 2161 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年３月から 52 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 46 年３月から 52 年２月まで 

Ａ市（現在は、Ｂ市）の社宅に引越した昭和 46 年３月に社宅の近所

の方から国民年金に加入した方が有利と勧められ、転入手続をする時に

Ａ市のＣ支所で私が任意加入の手続を行ない、保険料を現金で支払った。

その後も３か月ごとに夫と車で市役所に行き現金で支払っていた。ねん

きん特別便で未納となっていることを知り、申立期間が未納とされてい

ることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 46 年３月に国民年金に加入したと主張しているが、申

立人の国民年金手帳記号番号は 52 年３月 25 日に払い出され、国民年金の

任意加入被保険者資格を同日に取得していることから、申立期間は未加入

期間であり、制度上保険料を納付できない期間である。 

また、申立人に別の手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらず、申

立人も交付された国民年金手帳は現に所持している１冊のみであるとして

いる。 

さらに、申立人が国民年金の加入手続をしたとする昭和 46 年３月当時

は、Ａ市では印紙検認方式による保険料収納が行われていたが、申立人は

年金手帳に印紙を貼付して保険料を納付したとする記憶は無いとしている

上、納付したとする保険料額も当時の保険料額と異なっている。 

加えて、申立期間が 72 か月と長期間であり、申立人が申立期間の保険

料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほか

に保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2162 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年 12 月から 49 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 41 年 12 月から 49 年 12 月まで 

    私は昭和 43 年に 22 歳で結婚し、長男が１歳を超える 45 年ころ乳母

車を引きながらＡ区役所Ｂ出張所に行き国民年金の加入手続をした。

職員の方から 20 歳にさかのぼって加入することも可能と言われたこと

を覚えている。加入当初は中年の女性が保険料の集金に来てくれ、夫

の分と共に納付したが、しばらくして振り込みに変わったと記憶して

いる。子供と共に加入手続をした当時の期間が未納になっており納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和43年に結婚し、Ａ区役所Ｂ出張所に出向き20歳にさかの

ぼって国民年金に加入できることを区役所職員から聞き、加入手続をした

と主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は50年２月ころに払い

出されており、払出時点では、申立期間の大部分は時効により国民年金保

険料を納付できず、別の手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない

上、申立人は現在所持している手帳以外に別の手帳を交付された記憶は無

いとしている。 

また、申立人の国民年金の加入時期についての申述が変遷するなど加入

時期に関する記憶が曖昧
あいまい

であるほか、申立期間の保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2171 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年３月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 43 年３月から 60 年３月まで 

昭和 43 年２月に会社を退職し、45 年に結婚したころにＡ社会保険事

務所で国民年金加入手続をした。加入手続の時に年金手帳を受け取り、

国民年金保険料は納付書によりＢ市役所Ｃ出張所で納付していた。 

申立期間について保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年ころＡ社会保険事務所で国民年金加入手続をし、

加入手続の際に年金手帳を受け取り、国民年金保険料はＢ市役所Ｃ出張所

で納付していたとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は 61 年３

月に払い出されており、この払出時点では、申立期間の大部分は時効によ

り納付できない期間である。 

また、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡が見当たらず、申

立人も現在所持している年金手帳以外の手帳を所持したことはないとして

いる。 

さらに、Ｂ市では昭和 47 年３月まで印紙検認方式による国民年金保険

料収納が行われていたが、申立人は手帳に印紙を貼付された記憶は無いと

している。 

加えて、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2175 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年４月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 50 年４月から 55 年３月まで  

申立期間については夫婦で一緒に納付していたので、妻の国民年金保

険料が納付済みであるのに、私の保険料が未納となっていることに納得

できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

     申立人は、その妻と一緒に申立期間の国民年金保険料を納付したとして

いるが、申立人及びその妻も、納付した保険料額、納付場所等を具体的に

記憶しておらず、納付状況が不明である。 

また、申立人は、申立期間の一部の国民年金保険料については、手形で

納付したとしているが、Ａ市では、当時、国民年金保険料を手形で納付す

ることはできなかったと思われるとしている。 

さらに、申立期間は 60 か月と長期間である上、申立人が申立期間の国

民年金保険料を納付したことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無

く、ほかに納付したことを示す周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2176 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年３月から 51 年３月までの期間及び 57 年２月から 58

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年３月から 51 年３月まで 

② 昭和 57 年２月から 58 年３月まで     

申立期間①及び②については、主に死亡した夫が国民年金保険料を納

付していたはずであり、未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立人の夫が申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金

保険料の納付も主に申立人の夫が行っていると主張しているが、申立人の

夫は既に他界しており、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に

ほとんど関与していないため、国民年金への加入状況及び保険料の納付状

況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52 年３月ころに払い出

されており、払出時点からすると、申立期間①のうち 47 年３月から 49 年

12 月までは時効により納付することはできない上、別の国民年金手帳記

号番号が払い出された形跡はみられない。 

   さらに、申立人の国民年金保険料を主に納付したとする申立人の夫も、

申立期間①及び②は未納となっている上、申立人が、申立期間①及び②の

国民年金保険料を納付したことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は

無く、ほかに納付したことを示す周辺事情も見当たらない。    

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2181 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年５月から 52 年２月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 51 年５月から 52 年２月まで     

    昭和 53 年７月に、申立期間を含む 51 年１月から 52 年３月までの国

民年金保険料を納付しており、その領収証書を持っている。社会保険事

務所では、申立期間は厚生年金保険に加入しているので、この期間の保

険料は既に還付したとのことだが、還付を受けた記憶が無いので納得で

きない。               

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する領収証書から、申立人が主張するとおり、申立人は

昭和 53 年７月に申立期間の国民年金保険料を納付したことが確認できる

ものの、申立期間は厚生年金保険被保険者期間であることから、申立期

間の国民年金保険料が還付されることについて不自然さは無い。 

また、社会保険事務所の特殊台帳では、還付処理された期間、還付金

額及び還付決定年月日が明確に記載されており、この記載内容に不合理

な点は無く、ほかに申立人に対する国民年金保険料の還付を疑わせる事

情も見当たらない。 

さらに、申立人から聴取しても申立期間の国民年金保険料が還付され

ていないことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないも

のと認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2184 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年２月から 55 年１月までの国民年金保険料については

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 53 年２月から 55 年１月まで 

２年分さかのぼって国民年金保険料を納付できると夫の父から聞いて

いたので、昭和 55 年２月にＡ区役所で国民年金の加入手続をした後に、

申立期間を含む国民年金保険料を納付した。夫の父が国民年金に加入す

るように送金してきた２万円と自分の資金の１万円から２万円を合わせ

て合計４万円ほどで納付した記憶がある。未納とされていることに納得

がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その夫の父から２年前にさかのぼって国民年金保険料を納付

できることを聞き、昭和 55 年２月にＡ区役所で国民年金に任意加入した

後、夫の父から送金された２万円に自己資金の１万円から２万円を加えた

４万円ほどで、申立期間を含む国民年金保険料を納付したとしているが、

申立期間は任意加入期間であり、制度上さかのぼって納付することはでき

ない上、申立期間の定額保険料並びに同時に納付したと考えられる昭和

55 年２月から同年３月までの定額保険料及び付加保険料の合計額は７万

7,560 円となり、申立人が納付したとする合計４万円ほどとは相違してい

る。 

また、申立人は、申立期間直後の昭和 55 年度について、定額保険料及

び付加保険料を前納しており、その保険料額は合計で５万 40 円となるこ

とから、申立人が納付したとする４万円ほどと比較的近似しており、当該

前納と申立期間の保険料納付を混同している可能性も考えられる。 

さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）も無いことから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状



 

  

況が不明である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2186 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年３月から平成４年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 62 年３月から平成４年３月まで 

 申立期間については、店舗経営をしていた昭和 62 年３月からＡ区役

所で十数万円の国民年金保険料を２回納付した記憶がある。未納とされ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、喫茶店とスナックを兼ねた店舗を経営していた昭和 62 年３

月から、Ａ区役所で国民年金保険料の十数万円を２回に分けて一括納付し

た記憶があるとしているが、その際に納付した期間についての記憶が曖昧
あ い ま い

であり、62 年３月の時点では、申立期間のうち昭和 63 年度以降について

は納付できない上、申立期間の保険料を一括納付した場合の保険料額は 49

万 3,100 円となり、申立人が納付したとしている十数万円とは乖離
か い り

してお

り、申立期間の保険料の納付状況が不明である。 

また、社会保険庁の記録によれば、申立人は、申立期間以後の平成６年

７月８日に４年６月から６年３月までの国民年金保険料 22 万 3,000 円を

一括納付し、７年２月には平成６年度の保険料 13 万 3,200 円を一括納付

した記録があることから、これらの納付と申立期間の納付を混同した可能

性がある。 

さらに、申立期間の保険料を納付した事実を示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）や特段の周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2187 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年 12 月から 57 年３月までの期間及び 57 年４月から

60 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53 年 12 月から 57 年３月まで 

② 昭和 57 年４月から 60 年３月まで 

 私は、Ａの子供で、昭和 50 年に両親と共に来日した。 

申立期間①について、昭和 53 年 12 月、親族が自分の国民年金の加入

手続をし、国民年金保険料の半額をその親族に渡し納付してもらった。 

申立期間②について、結婚後の昭和 57 年４月、Ｂ市に転居した時か

ら、妻の母親の勧めもあり、その妻が申立期間の夫婦二人分の国民年金

保険料を納付した。申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、申立人の親族が国民年金の加入手続

をし、国民年金保険料の納付にあたり保険料の半額をその親族に渡して

申立期間の保険料を納付したとしているが、申立人の国民年金手帳記号

番号から推定できる加入時期は夫婦共に昭和 62 年２月であり、その時

点では、申立期間のすべては時効により保険料を納付できない期間であ

り、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない。          

また、申立人は国民年金の加入及び保険料の納付に直接関与していな

いことから、具体的な主張が得られず、加入状況及び納付状況が不明で

ある。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、その妻が夫婦二人の国民年金保険料

を納付したとしているが、夫婦の国民年金への加入時期と推定できる昭

和 62 年２月の時点では、申立期間の大部分は夫婦共に時効により保険



 

  

料を納付できない期間であり、申立人の妻も同期間の保険料が未納とな

っている。 

また、申立人の妻は、申立期間の夫婦の保険料を納付したのは自分の

母親であったとしており、その妻から保険料納付に関する具体的な申述

が得られない。 

 

３ さらに、申立期間①の国民年金加入と保険料納付をしたとする申立人

の親族、及び申立期間②の保険料納付をしたとする申立人の妻の母親は

既に他界しており、申立期間①及び②の保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）も無く、ほかに申立期間①及び②の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2188 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年３月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 32 年生   

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年３月から 61 年３月まで 

昭和 58 年３月に会社を退職後、国民年金に加入し、退職した翌月か

ら毎月欠かさず、主にＡ区Ｂ町の郵便局に国民年金保険料を納付した

にもかかわらず、申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、昭和 58 年３月に会社を退職後、国民年金に加入し、申立期

間の国民年金保険料を毎月納付したとしているが、申立人の国民年金手

帳記号番号から推定できる国民年金の加入時期は、61 年８月であるため

申立期間は時効により納付できない期間及び過年度納付によりさかのぼ

って納付する期間となり、当時、申立人はその夫の被扶養者であったた

め、申立期間は任意加入期間で、申立人の国民年金への推定加入時の 61

年８月においては申立期間はさかのぼって納付できない期間となり、申

立人が申立期間の保険料を納付したとしていることは不合理である。 

 また、申立人は申立期間を通じて、国民年金への加入時と同様、Ａ区Ｂ

町に居住していることから、加入時以前に別の国民年金手帳記号番号が

払い出されていたとする事情も見当たらず、申立期間の保険料の納付を

裏付ける関連資料（家計簿、確定申告書等）も無いため、保険料の納付

状況が不明である。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2189 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年 10 月から 44 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 16 年生   

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 10 月から 44 年３月まで 

国民年金に加入後、昭和 44 年７月 17 日に初めてＡ銀行（現在はＢ

銀行）Ｃ支店に行き昭和 44 年度分の国民年金保険料を納付したが、そ

の際、それ以前の保険料を納付していないのに気付き、同月 21 日にＤ

市役所（現在はＥ市）に行き、申立期間の保険料を国民年金課窓口で

納付した。また、国民年金手帳の 42 年度及び 43 年度分の検認台紙欄

の切取り線上に割り印も押されており、申立期間が未納とされている

のは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金加入後、昭和 44 年７月 17 日に初めてＡ銀行に行き

昭和 44 年度分の国民年金保険料を納付した際、それ以前の申立期間の保

険料が未納であることに気付き、同月 21 日にＤ市役所に行き、国民年金

課窓口で申立期間の保険料を納付したとしているが、その時点では、申立

期間のうち 42 年３月までは時効により納付できない期間であり、42 年４

月以降の分は過年度納付により納付できる期間となり、この過年度納付金

は別途発行される過年度納付金納付書により納付することになるが、申立

人はこの納付書受領の認識及び納付したとする過年度納付金の金額の具体

的記憶が無く納付状況が不明である。                   

また、申立人は、申立人が所持する国民年金手帳の昭和 42 年度及び 43

年度の印紙検認台紙欄が切り取られ、切取り線上に昭和 44 年７月 21 日

付けと推定される検認印が押されていることから、申立期間の保険料が

納付されているのではないかとしているが、この切取り線上の検認印は

該当する年度の保険料が未納であっても押印されるのが通常の取扱いで



 

  

あることから、これのみを持って保険料納付の裏付けとすることはでき

ない。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 

 

 



埼玉厚生年金 事案 1348 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年３月 30日から 30 年３月１日まで 

    昭和 28 年３月 30 日に高校を卒業し、知人の紹介でＡ社に正社員として

入社した。Ａ社の同僚にはＢ氏、Ｃ氏がいる。しかし、厚生年金保険の加

入年月日が昭和 30年３月１日からとなっているので調べ訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚から提出された写真や供述、Ｄ株式会社の勤続 10 年の表彰状

（昭和 39 年 1 月 17 日付け）から、入社日の特定はできないものの申立人が

申立期間にＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ社と同社を引き継いだＤ株式

会社は、既に適用事業所に該当していない上、解散しており、社会保険関係

の記録は確認できず、Ｄ株式会社の後継のＥ株式会社を吸収合併した株式会

社ＦにもＡ社の記録類は全く無い。 

また、申立期間当時にＡ社において厚生年金保険の被保険者であった者 13

人に照会したところ、一人は申立期間当時に試用期間があり、当該期間中は

厚生年金保険に加入していなかったと供述している上、ほかの３人は、自身

が記憶している入社日の 11 か月から４年経過後に被保険者資格を取得してい

ることが確認できた。 

さらに、申立人の提出した厚生年金保険被保険者証の資格取得日、社会保

険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票の申立人の資

格取得日、雇用保険の被保険者資格の取得日は、いずれも昭和 30 年３月１日

となっており、申立人の申立期間の記録は確認できない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を控除されていたことを

確認できる給与明細書等の資料は無い。 



このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1349 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を給与から控除されていたことを認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年11月１日から10年10月１日まで 

 平成９年11月にＡ組合に入社した。同社が平成11年12月に倒産するまでの

間、一貫してほぼ同額の賃金を支給されていたにもかかわらず、入社直後の

９年11月から10年９月までの標準報酬月額の等級が異なっているのは、記録

上の誤りだと思われるので、当該記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された平成10年分の源泉徴収票に記載されている社会保険

料控除額とＡ組合から振り込まれた給与額を元に検証（試算）したところ、

社会保険庁の記録として確認できる標準報酬月額44万円と差異は無く、一方、

申立人が主張する標準報酬月額47万円として試算した金額では、差異が生じ

る。 

また、Ａ組合は、平成11年12月25日に適用事業所でなくなっており、申立

人が主張する標準報酬月額に基づいて厚生年金保険料を控除していたことを

確認できる関連資料は無い。 

さらに、厚生年金保険被保険者資格の記録について訂正されている形跡は

なく、社会保険事務所における処理に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を給与から控除されていたことを認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1350 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年２月 29日から同年３月１日まで 

私は、Ａ株式会社を昭和 51 年２月 29 日に退社したことになっているが、

その日がたまたま日曜日だったため、同社の厚生年金保険被保険者資格喪失

日が同日となってしまったと思われる。 

しかし、Ａ株式会社の給与は毎月 20 日締め切り、28 日が給与支給日なの

で、昭和 51 年２月の厚生年金保険料は納めているはずである。44 年４月１

日に就職して以来、１日足りとも休職したことはなく厚生年金保険料も一度

も滞納したことはないので、申立期間の１か月間だけ厚生年金保険の加入期

間が少ないことに納得できない。調査の上、当該申立期間を厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ株式会社における雇用保険の加入記録は、社会保険事務所の厚

生年金保険の記録と一致しているが、同僚 17 人に照会したところ、このうち

二人から申立人が申立期間に同社に勤務していたらしいとの供述があった。 

   また、Ａ株式会社では、申立人の退職時期が 30 年以上前なので、その当時

担当していた人事担当者は既に退職している上、また記録についても保存期

間が過ぎているため、存在せず提供できないとしており、さらに、Ｂ健康保

険組合では、同組合の被保険者資格喪失後 10 年以上を経過しており被保険者

資格を確認できる記録は保管されていないとの回答があった。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1356 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年４月７日から 34年５月１日まで 

             ② 昭和 34年７月１日から 35年４月 15日まで 

             ③ 昭和 35年８月 18日から同年 11月 10日まで 

    ＡのＢ（Ｃ株式会社）に入社し、同社の寮に入り、申立期間は旅館部調

理場で働いていた。健康保険証は入社後、直ぐもらっていたので、当該期

間を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。          

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は申立期間当時の同僚の名前を記憶していないことから、社会保険

事務所が保管する厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に被保険者記

録が確認できる者に照会したが、申立人が申立期間において勤務していたこ

とを推認できる供述を得ることができなかった。 

また、申立事業所であるＣ株式会社では、申立期間当時の厚生年金保険適

用関係資料等については保管していないとしており、申立期間当時に勤務し

ていたと思われる同僚からも、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の適用

について供述も得られないなど、申立人のすべての申立期間に係る厚生年金

保険料の控除について確認できない。 

   さらに、社会保険事務所が保管するＣ株式会社に係る被保険者名簿に記載

の被保険者資格の取得日及び喪失日は社会保険庁のオンライン記録と一致し

ている上、すべての申立期間の同名簿に申立人の氏名は確認できなかった。 

加えて、申立人がすべての申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

   このほか、申立人のすべての申立期間における厚生年金保険料を給与から

控除されていたことについて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1357 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年７月 26日から同年 10月 11日まで 

    株式会社Ａに昭和 41 年 11 月 26 日に入社し、49 年８月 26 日に株式会社

Ｂを退社するまで、継続して勤務していたが、社会保険庁の記録では、株

式会社Ｂの資格取得日が 46 年 10 月 11 日となっており、申立期間の厚生年

金保険加入記録が無い。保険料も継続して控除されていたと思うので、当

該期間を厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ｂの事業主及び同僚の供述により、申立人が申立期間当時、株式

会社Ｂに勤務していたことはうかがえる。 

   しかしながら、株式会社Ｂでは、会社の倒産により厚生年金保険適用等に

関する資料は無く、申立人の厚生年金保険の適用については不明としており、

申立期間当時の同僚からも申立人の厚生年金保険料の控除について具体的な

供述を得ることができなかった。 

   また、株式会社Ｂは、厚生年金保険の適用事業所となった日と同じ昭和 46

年７月 26 日に雇用保険の適用事業所となっているが、申立人が雇用保険の被

保険者となったのは、社会保険庁の記録による厚生年金保険被保険者資格取

得日と同じ 46年 10月 11日である。 

   ちなみに、株式会社Ａは昭和 46 年７月 26 日に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっており、株式会社Ｂは同日に適用事業所となっている。 

   さらに、社会保険事務所が保管する株式会社Ｂに係る被保険者原票では、

申立人の同社における被保険者資格取得日は社会保険庁のオンライン記録と

一致しており、申立期間に申立人の氏名は無く、健康保険証番号に欠番も無

い。 



   加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1358 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 58年４月１日から 59年５月７日まで  

    株式会社Ａに継続勤務していたが、社会保険庁の記録では、申立期間の

厚生年金保険の被保険者記録が無い。当該期間も退職しておらず、厚生年

金保険料を支払っていたので、被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａでは、申立期間当時の厚生年金保険関係の資料は処分している

ことから、申立人に係る厚生年金保険料の控除等については不明であるとし

ており、当時の事務担当者に照会を試みたが、回答が得られない上、社会保

険事務所が保管する株式会社Ａに係る被保険者原票において、申立期間に同

社で被保険者であることが確認できる同僚からも、厚生年金保険料の控除及

び申立期間における勤務状況等について、具体的な供述を得ることができな

かった。 

   また、Ｂ町役場の記録によると、申立人の申立期間に係る国民健康保険の

被保険者記録が確認でき、申立期間における雇用保険の加入記録は無い。 

さらに、申立期間における被保険者原票には、申立人の氏名は無く、申立

人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細等の資料も無い。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1359 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月から 28年３月１日まで 

    昭和 26 年４月から 28 年 11 月 27 日までＡ株式会社Ｂ所に勤めていたの

に、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いのはおかしい。当該期間に

ついて被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の供述並びに申立人提出のＢ所記念アルバムの記載内容及び申立人

が写った写真により、期間の特定はできないものの、申立人が申立期間当時、

Ａ株式会社Ｂ所に勤務していたことはうかがえる。 

   しかしながら、Ａ株式会社では、申立期間当時の関係資料の保存期間が経

過したことから、申立人の厚生年金保険料の控除等については不明であると

供述しており、同僚からも申立人の厚生年金保険料の控除等について具体的

な供述を得ることはできなかった。 

   また、社会保険事務所が保管するＡ株式会社Ｂ所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿によると、同所が厚生年金保険の適用事業所となったのは、

申立期間途中の昭和 26年 11月 15日となっている。 

   さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

なお、同僚のうちの一人から、自分の当該事業所における入社日と社会保

険事務所の記録で確認できる資格取得日に３か月の差があるとの供述がある

上、別の同僚も当時、試用期間（３か月）があったかもしれないと供述して

いる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の給与からの控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 



   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



埼玉厚生年金 事案 1360 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20年 11月から 21 年２月まで 

② 昭和 21年２月から同年４月まで 

③ 昭和 21年４月から同年 11月 16日まで 

④ 昭和 21年 12月 18日から 24年４月１日まで 

⑤ 昭和 27年８月 13日から 28年 11月 22 日まで 

    申立期間①及び③当時はＡ市のＢに、申立期間②当時はＣ市のＤに、申

立期間④当時はＥに、申立期間⑤当時は同内Ｆに勤務していたので、厚生

年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び③について、Ｇ局では、Ｂにおける当時の勤務実態を確

認できる人事記録等の資料及び保険料控除を確認できる給与台帳等は保管

していないとしている。 

また、申立人は、事業主により給与から厚生年金保険料を控除されてい

た具体的な記憶は無く、申立期間①及び③に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無

い。 

    さらに、申立人が挙げた申立期間①及び③当時の同僚については所在不

明であることから、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険

料の控除について確認することができなかった。 

 

  ２ 申立期間②について、Ｈ局では、Ｄにおける当時の勤務実態を確認でき

る人事記録等の資料及び保険料控除を確認できる給与台帳等は保管してい

ないとしている。 



また、申立人は、事業主により給与から厚生年金保険料を控除されてい

た具体的な記憶は無く、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

さらに、申立人は申立期間②当時の同僚の氏名を覚えていないことから、

申立人の当該期間における勤務実態や厚生年金保険料の控除について確認

することができない。 

 

  ３ 申立期間④について、申立人の同僚の供述により、期間の特定はできな

いものの、申立人がＥに勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｉ局及びＪ部では、同局及び同支部が保管するＫに係る

労働者名簿及び従業員台帳の中に、申立人の氏名は無いとしている。 

また、申立人は、事業主により給与から厚生年金保険料を控除されてい

た具体的な記憶は無く、申立期間④に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

 

  ４ 申立期間⑤について、申立人の日記の記述により、申立人がＫ内のＦに

勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、申立人はＫ内のＦでＬに直接雇用されていたとしている

ところ、社会保険事務所では、当該事業所の厚生年金保険の適用事業所と

しての記録を確認することはできなかった。 

また、申立人がＫ内のＦで上司だったとする者についても、申立期間⑤

の大部分について、厚生年金保険の加入記録が確認できない上、当該上司

は既に他界していることから供述を得ることができない。 

さらに、Ｉ局及びＪ部では、同局及び同支部が保管するＫに係る労働者

名簿及び従業員台帳の中に、申立人の氏名は無いとしている。 

加えて、申立人は、事業主により給与から厚生年金保険料を控除されて

いた具体的な記憶は無く、申立期間⑤に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

 

  ５ このほか、申立人のすべての申立期間における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

なお、Ｍに対する厚生年金保険の適用については、昭和 23 年 12 月１日

保発第 92 号厚生省保険局通知によると、おおむね 24 年１月１日から、強

制被保険者として適用する旨が記載されており、社会保険庁では、Ｎ所の

最も古い適用年月日は同年４月１日であるとしている。 

     

６ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係る厚生年金



保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1361 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年６月から 40年６月１日まで 

    昭和 39 年３月にＡ株式会社に就職し、同年６月に本採用になり、厚生年

金保険に加入したはずである。申立期間も同社に勤務し、給与から厚生年

金保険料が控除されていたと思うので、被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社に対し、申立期間に係る申立人の勤務実態及び厚生年金保険料

の控除について確認したが、同社では、申立期間について勤務実態を確認で

きる人事記録等の資料及び厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料は保

管していないとしており、供述も得ることはできなかった。 

   また、申立期間に係る申立人の勤務実態及び厚生年金保険の加入について、

申立人が記憶していた同僚に照会したが、関連資料及び具体的な供述を得る

ことはできなかった。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ株式会社に係る事業所別被保険者名

簿では、申立期間において申立人の氏名は無く、健康保険の番号に欠落も無

い。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

なお、申立人のＡ株式会社のものと推認できる雇用保険の加入記録では、

雇用保険の資格取得日は昭和 40 年６月１日で、厚生年金保険の資格取得日と

一致していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 



   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1362 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録については、

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 10月１日から９年 12月 22日まで 

        社会保険庁の記録によると、Ａ株式会社における平成９年12月22日付けの訂正処

理で、２年10月から５年12月までの標準報酬月額が53万円から８万円に、

６年１月から同年９月までの標準報酬月額が53万円から９万2,000円に同年

10月から９年11月までの標準報酬月額が59万円から９万2,000円に、いずれ

もさかのぼって引き下げられている。納得できないので、記録を訂正して

ほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が事業主であったＡ株式会社は、社会保険事務所の記録では、平成

９年12月22日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立人の標準

報酬月額は同年同日付で、２年10月から４年９月までの24か月間が53万円か

ら８万円に、６年１月から同年９月までの９か月間が53万円から９万2,000円

に訂正されていることが確認できる。 

一方、申立期間のうち、平成４年10月から５年12月までの15か月間及び６

年10月から９年11月までの38か月間については、９年12月22日の訂正処理前

に変更されており、申立期間の対象とならない。 

また、Ａ株式会社の社会保険の手続については、申立人自身が処理を行っ

ていたと供述している。 

さらに、申立人は、申立期間の厚生年金保険料について、滞納はなかった

が、「先付け小切手」で４回から５回支払ったことがあると供述しているが、

社会保険事務所では「先付け小切手」での社会保険料の納付を受け付けてい

ないこと、及びＡ株式会社の従業員の一人は、平成８年ごろに資金繰りの悪

化に伴い、給料の遅配があったと供述していることから、社会保険料の滞納



があったことが推認できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負って

いる事業主である申立人が、会社の業務としてなされた当該行為については

責任を負うべきであり、自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら当該

減額処理が有効なものでないと主張することは信義則上許されず、申立期間

における、厚生年金保険の標準報酬月額の記録に係る訂正を認めることはで

きない。 



埼玉厚生年金 事案 1363 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録については、

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成３年 11月１日から５年３月 31日まで 

社会保険庁の記録によると、平成３年11月１日から４年９月までさかのぼ

って標準報酬月額が53万円から８万円に引き下げられており、また、同年10

月１日から５年２月まで標準報酬月額が53万円から８万円に引き下げられて

いた。私自身は引き下げた記憶が無いので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録では、申立人が代表取締役を務めていた株式会社Ａ

は、平成５年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている

ところ、申立人の標準報酬月額は同年４月７日付けで、３年 11 月から５年２

月までの 16 か月間が 53 万円から８万円に訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、申立人は「株式会社Ａの社会保険の手続については、経理

担当者が行っていて、代表印は私が押印していた。」と供述していることか

ら、標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正については、代表取締役である申立人が関与し

ていなかったとは考え難い。                    

また、申立人は、当時の経理担当者名を供述しているが、その他の同僚に

対して「照会しないでほしい。」と供述しているために、申立期間当時の事

業所状況を把握することができなかった。 

さらに、当時の経理担当者に対して複数回照会したが、回答を得ることが

できなかった。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負って

いる代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行為につい

ては責任を負うべきであり、自ら標準報酬月額の減額処理に関与しながら、



当該減額処理が有効なものでないと主張することは信義則上妥当でなく、申

立人の申立期間における、厚生年金保険の標準報酬月額の記録に係る訂正を

認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1366  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年３月から 34 年４月まで、又は同年７月か

ら 35年２月までのうち２か月 

昭和 33 年３月から 34 年４月まで、又は同年７月から 35 年２月までの、

いずれかの期間のうちの２か月について、Ａ駅南口にあった事業所でトラ

ンジスタラジオのはんだ付け作業をしていたが、その間の厚生年金保険加

入記録が無いので、調査して記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に勤務していたとする事業所の名称を記憶していない

上、短期間の勤務であったために、当時の住宅地図を示しても事業所の場所

を示すことができず、事業主及び同僚の氏名も記憶していないと供述してお

り、申立てに係る事業所は特定できない。 

そのため、事業主や同僚の特定もできず、申立内容に係る供述を得ること

ができない。 

 また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが確認できる給与明細書等の資料は無く、そのほか、申立

期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。  

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1370 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年８月から 42年１月まで 

    社会保険庁から「年金加入記録のお知らせ」が送付されてきたが、Ａ株

式会社に勤めた記録が確認できなかった。社会保険に加入している会社を

選び入社し、保険料も毎月控除されていたので申立期間を厚生年金保険被

保険者として認めてしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録(昭和 40 年３月 22 日から 42 年１月 27 日までの期

間)及び同僚の供述により、申立人がＡ株式会社に勤務していたことが推認で

きるが、社会保険事務所が保管する同社の事業所別被保険者名簿には、申立

てのとおりの記録は無く、申立期間前後の健康保険の整理番号も連番で欠番

が無いことが確認できる。また、申立人が記憶する同僚二人についても同名

簿には記載されていない。 

   さらに、Ａ株式会社は既に解散し、当時の事業主にも連絡がとれず、申立

人の申立事実を確認することができない。 

加えて、同僚からも、申立期間における申立人の厚生年金保険料の控除に

ついての供述は得られなかった。 

このほか、申立人に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1372 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録については、

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 平成９年８月１日から 10年２月 28日まで 

    社会保険庁の記録によると、申立期間の標準報酬月額が 41 万円から 15

万円に引き下げられているので、申立期間の標準報酬月額を 41 万円に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時、申立人が従業員として勤務していた 「Ａ株式会社」は、平

成 10 年２月 28 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、同年３月

５日に申立人の９年８月から 10 年１月までの標準報酬月額が 41 万円から 15

万円に、遡及
そきゅう

して訂正されていることが社会保険庁の記録により確認できる。 

しかしながら、申立人は、申立期間当時、登記簿上は役員の記載がある上、           

事業主から社会保険料を滞納していることを聞き、当該標準報酬月額訂正処

理については、自分が訂正処理をしたことを認めている。 

   また、適用事業所でなくなった平成 10 年２月 28 日での被保険者は、元事

業主、事業主及び申立人の３人のみであり、事業主及び申立人の標準報酬月

額の記録が遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務としてなされ

た当該行為については役員の一人として責任を負うべき立場にあり、標準報

酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理についても承知していながら、当該標準報酬月額の減

額処理が有効なものでないと主張することは、信義則上妥当でなく、申立期

間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはで

きない。 



埼玉厚生年金 事案 1373 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録については、

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成５年 11月１日から６年 11月 30日まで 

    社会保険庁の記録によると、申立期間の標準報酬月額が 53 万円から８万   

円に引き下げられているので、申立期間の標準報酬月額を 53 万円に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時、申立人が勤務していた株式会社Ａは、平成６年 11 月 30 日

に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、同年 12 月 14 日に申立人

の５年 11 月から６年 10 月までの標準報酬月額が 53 万円から８万円に遡及
そきゅう

し

て訂正されていることが社会保険庁の記録により確認できる。 

   また、適用事業所でなくなった平成６年 11 月 30 日までの被保険者は、事

業主、申立人及び社員二人の計４人のみであり、事業主及び申立人の標準報

酬月額のみが遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる。 

 しかしながら、申立人は、入社時から、株式会社Ａの経理部長として社会

保険関係事務を執行しており、申立期間の社会保険料の滞納を整理するため

に事業主に報告した上で、標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理の手続を行ったと 

供述している。 

   これらの事情を総合的に判断すると、当該事業所の社会保険業務の責任者

の立場にあった申立人が、会社の業務として行った当該行為について有効な

ものでないと主張することは、信義則上妥当でなく、申立期間における厚生

年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1375 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年９月 21日から 39年４月１日まで 

             ② 昭和 39年６月２日から 40年９月 20日まで 

             ③ 昭和 40年 11月８日から 42年２月１日まで 

             ④ 昭和 42年２月１日から 43年 10月１日まで 

   社会保険庁の記録では、申立期間はいずれも脱退手当金を支給済みと     

のことであったが、脱退手当金を受給していないので、記録を訂正し   

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 35 年６月 20 日から 37 年９月 21 日までの厚生年金保険被

保険者期間を有するＡ株式会社を退職した際には脱退手当金を受給したが、

Ｂ株式会社に勤務した申立期間①については受給していないと主張している

が、脱退手当金は、制度上、被保険者期間中においては受給できないもので

ある。 

また、社会保険庁の記録上、申立期間①の資格喪失日から２か月後に支給

決定されている脱退手当金は、Ａ株式会社の期間と申立期間①とを基礎とし

て計算されており、支給額に計算上の誤りは無い上、申立期間①の申立人の

厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金を支給したことを意味する

「脱」の表示が記されているなど、一連の事務処理に不自然さは見当たらな

い。 

   さらに、申立人の被保険者台帳記号番号は、申立期間①と申立期間②、③

及び④とは別の番号となっており、脱退手当金を受給したために番号が異な

っているものと考えるのが自然である。 

   加えて、申立期間④の後に支給決定されている脱退手当金は、申立期間②、



③及び④を基礎として計算されており、支給額に計算上の誤りは無い上、申

立期間④の申立人の厚生年金保険被保険者名簿には「脱」の表示が記されて

いるとともに、申立期間④に係る厚生年金保険資格喪失日から約５か月後の

昭和 44 年３月８日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

   また、社会保険庁の記録により、申立期間④の事業所で脱退手当金の支給

記録が確認できる申立人を含めた５名のうち３名は、自分で脱退手当金を請

求し受給したと証言しており、申立人が脱退手当金を受給したことを疑わせ

る事情は見当たらないほか、申立人に聴取するも、申立人は、脱退手当金を

受給していないとする記憶しかない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



埼玉厚生年金 事案 1376 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年 12月１日から 37 年５月 26日まで 

    私は、申立期間にＡ株式会社で働き、結婚のため退職したが、社会保険

庁の厚生年金保険被保険者記録では、申立期間の脱退手当金を受給してい

る記録になっている。私は脱退手当金を請求していないし、もらっていな

いので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁が保管する申立人の被保険者原票には、脱退手当金が支給され

たことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手

当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失日から約６か月後の昭和 37 年 11 月 16 日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立期間の事業所を退職後、昭和 55 年６月まで厚生年金保険への加

入歴が無い申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、

申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1378 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録については、

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年６月１日から６年５月 31日まで 

    社会保険庁の記録によると、平成４年６月１日から６年５月 31 日までの

標準報酬月額は９万 8,000 円となっているが、誤りであると思うので、当

該期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録では、申立人が役員を務めていた有限会社Ａは、平成６

年５月 31 日に適用事業所に該当しなくなっており、同年６月８日付けで申立

人、代表取締役である申立人の妻及び申立人の二男の３人の４年６月から６

年５月までの記録が訂正され、申立人に係る標準報酬月額は４年６月から５

年９月までが 59 万円から９万 8,000 円に、同年 10 月から６年４月までが 15

万円から９万 8,000円に遡及
そきゅう

して減額訂正されていることが確認できる。 

   しかしながら、申立人は当該事業所の代表取締役の夫である上、当該遡及
そきゅう

訂正が親族のみを対象として行われていること、また、申立期間当時の厚生

年金保険料の滞納及びこれに伴う減額訂正処理を行うことを承知し、かつ、

これに同意したと供述していることから、役員の一人として、当該滞納処理

の責任を負ったものと判断される。 

   これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負って

いる役員の一人である申立人は、会社の業務としてなされた当該行為につい

て責任を負うべき立場にあり、当該行為の結果である訂正処理の無効を主張

することは信義則上妥当ではなく、申立人の申立期間について、厚生年金保

険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1379（事案 371の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年４月１日から同年８月 30日まで 

    私は、厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間につ

いて厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答を社会保険事務所か

らもらった。Ａ株式会社の勤務は、昭和 19 年９月から 20 年３月までは学

徒動員であったことは承知しているが、20 年４月から同年８月 30 日まで

はＢ尋常高等小学校の卒業後であり、この間は正社員として勤務していた

ので厚生年金保険に加入していたはずである。申立期間について、被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、同僚の供述等からＡ株式会社に勤務し

ていたことは認められるものの、申立人は勤労動員学徒であり、同事業所に

おける健康保険の加入事実は確認できたが、労働者年金保険（現在は、厚生

年金保険）の被保険者ではなかったとして､既に当委員会の決定に基づく平成

20 年 11 月 25 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、尋常高等小学校を卒業した昭和 20 年３月後の勤務は学徒動員で

はないと主張しているが、申立期間については社会保険事務所が保管する健

康保険厚生年金保険被保険者名簿において、学徒としての健康保険の記録は

あるものの厚生年金保険被保険者としての記録は確認できない。 

また、申立人と同時に学徒動員でＡ株式会社に勤務し尋常高等小学校卒業

後も引き続き勤務した男子同級生である同僚 46 人（申立人が氏名を挙げた

10 人を含む）についても、社会保険事務所の資料において健康保険の加入記

録はあるものの、申立期間について厚生年金保険被保険者期間は確認できな

い。 



さらに、同僚に照会するも給与明細書等の資料も無く、申立てに係る事実

を確認できる供述を得ることができなかった。 

さらに、当該事業所は既に解散しており、尋常高等小学校を卒業後に改め

て工員として再雇用されたことや、事業主により給料から厚生年金保険料が

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

これらの状況から、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見つか

らないため、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

    



埼玉厚生年金 事案 1380 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①については、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立期間②については、申立人は、厚生年金保険被保険者として、

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 48年１月 28日から同年２月１日まで 

（株式会社Ａ） 

             ②昭和 48年２月から同年８月まで 

（Ｂ社） 

私は、申立期間①に係る株式会社Ａに昭和 48 年１月 31 日まで勤務して

いたが、社会保険庁の記録では、厚生年金保険の被保険者資格喪失日が 48

年１月 28 日となっている。調査の上、資格喪失日を 48 年２月１日に訂正

してほしい。 

また、申立期間②に係るＢ社株式会社に昭和 48 年２月１日に入社した。

社会保険庁の記録では入社時の標準報酬月額が８万 6,000 円となっている。 

入社に際して同社の人事部と交渉した結果、入社時の給料は 11 万円であ

ったと記憶している。調査の上、入社時の標準報酬月額を 11 万円に訂正し

てほしい。 

                                     

第３ 委員会の判断の理由 

1  申立期間①について、申立人は、株式会社Ａにおいて昭和 48 年１月 31

日まで在籍していたと主張しているところ、事業主は、申立期間に勤務し

ていたとしているものの退職日までは記憶しておらず、当時の資料も破産

時に裁判所に押収されたと供述しており、退職日を証明する資料は見当た

らない。 

また、当時の同僚に照会したところ、申立人の勤務期間については覚え

 



ていないとの供述があった。 

さらに、申立人が勤務していた株式会社Ａでの雇用保険の加入記録は社

会保険庁の厚生年金保険の被保険者記録と一致しており、事業主が誤って

同じ日を届け出たとは考え難い。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

 

２ 申立期間②について、申立人は入社時の給料は 11 万円であったと主張

しているところ、社会保険事務所が保管している健康保険厚生年金保険

被保険者名簿において、申立人の資格取得時における標準報酬月額は８

万 6,000円と記載されており、訂正の形跡も無い。 

また、申立人と同じく営業職で勤務していた同僚は、申立期間当時の

給与は、基本給に歩合給を加算したものであったと供述しているが、歩

合給については、標準報酬月額を決定する際の報酬月額に含まれる固定

的賃金ではない。 

なお、社会保険庁の記録によると、申立期間後の昭和 48 年９月の随時

改訂により、申立人が主張する標準報酬月額（11 万円）に改訂されてい

ることが確認できる。 

さらに、当該事業所は既に解散しており、事業主の所在も不明であり、

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立期間①については、申立人が厚生年金保険被保険者として

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 

また、申立期間②については、申立人が厚生年金保険被保険者として

当該期間においてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



埼玉厚生年金 事案 1381 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生  年  月  日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申  立  期  間  ： 昭和 48年１月ごろから同年７月ごろまで 

    昭和 47 年 11 月に結婚。Ａ病院（現在は、Ｂ）を退職し、Ｃ区Ｄ地にあ

るＥに 48 年１月から同年７月まで勤務していた。妊娠のため退職したが、

それまでは常勤として勤務していたので、申立期間について厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間において、Ｅに勤務していた同僚の供述から、期間の特定はでき

ないものの、申立人は申立期間において当該事業所に勤務していたことはう

かがうことができる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、当該事業所は平成５年 12 月 21

日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主の連

絡先も不明であることから、申立内容に係る事業主の供述を得ることができ

ず、当時の同僚に照会したが、申立人が当該事業所において厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる供述を得ることはできなかった。 

また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書等の関連資料は無い。 

さらに、社会保険事務所が保管する当該事業所の事業所別被保険者名簿に

おいて、申立期間に係る健康保険証番号も連続しており欠番は無い。 

このほかに、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1385 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 40年 11月１日から 42 年４月 13日まで 

 社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ有限会

社に勤務した期間のうち、昭和 40 年 11 月１日から 42 年４月 13 日までが

未加入との回答をもらった。 

 同社には、昭和 39 年４月１日から同族会社のＢ株式会社に転職した 42

年４月 13 日まで継続して勤務していたので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立てに係る事業所において、申立人が申立期間当時に同じ班で一緒に勤

務していたと主張している申立人の姉及び同僚等３人（同班の代表者であっ

た者を含む。）は、いずれも申立人より約２か月前の昭和 40 年８月 30 日に、

厚生年金保険の被保険者資格を喪失しているのが社会保険庁の記録から確認

できる上、当時の同僚や当該事業所関係者からも申立内容を裏付ける具体的

な供述は得られない。 

また、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細書等の関連資料も無い。 

   さらに、申立人が申立期間に継続して勤務していたとするＡ有限会社は、

昭和 41 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっているこ

とが社会保険事務所の記録から確認できる。 

加えて、申立人の雇用保険の加入記録については確認できなかった。 

このほか、申立内容に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

   これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1386 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 51年 10月１日から 52年 12 月 31日まで 

              ② 昭和 53年１月１日から 54年 12月 31日まで 

申立期間①については株式会社Ａに、また申立期間②については有限会

社Ｂにそれぞれ製版工として勤務していたが､厚生年金保険被保険者の記録

が無い。この間の給与所得の源泉徴収票(昭和 52 年、53 年及び 54 年分)を

添付するので､調査の上、申立期間について厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間①については、株式会社Ａに勤務していた旨申し立

てている。 

そして、申立期間①のうち、昭和 52 年１月 18 日から同年 12 月 31 日まで

の期間については、雇用保険加入記録及び株式会社Ａ発行の昭和 52 年分の

給与所得の源泉徴収票により、申立人が同社に勤務していたことは確認で

きる。 

しかし、申立人が申立期間①当時勤務していたとする株式会社Ａは、社会

保険事務所において厚生年金保険の適用事業所としての記録が無い上、申

立人が供述している複数の同僚についても、申立人同様、厚生年金保険の

被保険者記録が無い。 

また、申立人から提出のあった給与所得の源泉徴収票を検証したところ、

昭和 52 年における社会保険料等の控除は確認できるものの､当該控除額は、

申立人の給与総額から試算した当時の社会保険料等の合計額と大きく異な

っていることから、申立期間①について、事業主により厚生年金保険料が



給与から控除されていたとは考え難い。 

さらに、社会保険庁の記録から、申立人は、申立期間①について国民年金

に加入し、その保険料を納付していることが確認できる。 

 

２ 申立人は､申立期間②については、有限会社Ｂに勤務していた旨申し立て

ている。 

そして、申立期間②に申立人が同社に勤務していたことは、有限会社Ｂ発

行の昭和 53年分及び 54年分の給与所得の源泉徴収票により推認できる。 

しかし、申立人が申立期間②当時勤務していたとする有限会社Ｂは、社会

保険事務所の記録によると、申立期間当時に厚生年金保険の適用事業所と

はなっていない上、申立人が供述している複数の同僚についても、申立人

同様、厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

なお、申立人は当該事業所における従業員数を３人であると説明している

ことから判断すると、当時の厚生年金保険法における適用事業所の要件を

満たしていなかった可能性が高い。 

また、申立人から提出のあった給与所得の源泉徴収票を検証したところ、

昭和 53 年分及び 54 年分における社会保険料等の控除は確認できるものの、

当該控除額は、申立人の給与総額から試算した当時の社会保険料等の合計

額と大きく異なっていることから、申立期間②について、事業主により厚

生年金保険料が給与から控除されていたとは考え難い。 

さらに、社会保険庁の記録から、申立人は、申立期間②について国民年金

に加入し、その保険料を納付していることが確認できる。 

 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料

を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1387 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年５月から 50年３月まで 

    有限会社Ａは、入社当初は社会保険がなかったが、入社後１年から１年

半後に社会保険に加入してからは、国民年金保険料の請求も来なくなった

と思うので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が記憶していた有限会社Ａの同僚の氏名が社会保険庁の記録から確

認できること、及び同僚の供述により、期間の特定はできないものの、申立

人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管する記録から、同社が厚生年金保険

の適用事業所になったのは、昭和 49 年 12 月 11 日であり、申立期間の一部は

適用事業所ではなかった期間であることが確認できる。 

   また、社会保険事務所が保管する同社に係る事業所別被保険者名簿には、

申立人の氏名は無く、健康保険の番号に欠番は無い上、申立人の同社に係る

雇用保険の加入記録も無い。 

   さらに、事業主は申立期間当時の資料は無いとしているなど、申立内容に

係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない上、申立人が申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を

確認できる給与明細書等の資料も無い。 

加えて、申立人が記憶していた同社の同僚３人のうち２人は、社会保険事

務所が保管する同社に係る事業所別被保険者名簿において氏名が確認できな

い。 

なお、社会保険庁の記録から、申立人の国民年金保険料納付記録が確認で

きるのは平成 15年９月以降である。 



このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1388 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険料の標準報酬月額に係る記録につ

いては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 30年９月５日から 43年６月１日まで 

               （株式会社Ａ） 

             ② 昭和 43年 10月１日から 44年２月 26日まで 

               （Ｂ株式会社） 

             ③ 昭和 50年２月２日から同年４月１日まで 

               （Ｃ株式会社） 

             ④ 昭和 50年５月１日から 53年３月１日まで 

               （株式会社Ｄ） 

    現在受給している年金額が低いので厚生年金保険の標準報酬月額に誤り

があるのではないか。厚生年金保険加入の全期間について標準報酬月額を

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、特別養護老人ホームに入所しており、高齢で病気のため、厚生

年金保険加入期間中の各事業所での勤務内容や標準報酬月額について申立人

から聴取することができない上、申立人の代理人からも申立人の各事業所で

の勤務内容や標準報酬月額について具体的な供述は得られなかった。 

   また、申立人が申立期間に勤務していた各事業所のうち、株式会社Ｄは、

経理担当役員から提供された所得税源泉徴収簿及び健康保険・厚生年金保険

標準報酬決定通知書によると、申立人の標準報酬月額は、８万円（昭和 50 年

５月）から９万 2，000 円（53 年２月）となっており、社会保険事務所の記

録と一致していることが確認できる。 

   なお、ⅰ）株式会社Ａは、社会保険事務所の記録によると、昭和 43 年６月

に適用事業所に該当しなくなっており、法人登記簿も見当たらない、ⅱ）Ｃ



株式会社は、法人登記簿及び健康保険・厚生年金保険被保険者名簿によると、

平成 14 年 12 月３日に解散しており、申立期間当時の役員は生存していない、

ⅲ）Ｂ株式会社からは、申立人の標準報酬月額を確認できる資料は残されて

いないとの回答があった。 

   このため、これら４事業所における申立人の標準報酬月額の記録を、社会

保険事務所が保管する健康保険・厚生年金保険被保険者名簿に記載されてい

る当時の同僚女子の標準報酬月額の記録と比較したが、申立人の標準報酬月

額が著しく低額とは認められなかった。 

   さらに、Ｅのホームページで公表されている厚生年金保険被保険者全員の

標準報酬月額の平均の推移（女子）と比較しても、申立人の４事業所での標

準報酬月額の推移は全国平均とおおむね一致している。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録について

は、訂正を認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1389 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 31年３月６日から 32年７月まで 

            昭和 28 年 11 月 15 日から 32 年７月まで株式会社Ａに勤務していたに

もかかわらず、31 年３月６日から 32 年７月までの記録が確認できない。

継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたとするＢ区所在の株式会社Ａは、社会保険庁の記録

によると、厚生年金保険の適用事業所であったことが確認できない。 

そこで、商号が同社と類似し、Ｂ区に存在した株式会社Ｃについても調査

したところ、適用事業所であることが確認できる上、申立人が記憶する複数

の同僚の記録も確認できたが、社会保険事務所が保管する株式会社Ｃの健康

保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の資格取得日は

昭和 28 年 11 月 15 日、資格喪失日は 31 年３月６日となっており、申立期間

における申立人の氏名は無いことが確認できる。 

また、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について同僚等の供述を得る

ことができない上、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

さらに、同社は既に適用事業所ではなく、当時の事業主も故人であり、申

立人に係る人事記録、賃金台帳は保管されていない上、複数の同僚から申立

期間以降に合併したと供述を受けた事業所にも照会したが、当時の記録は無

いため、申立人については不明としており、申立てに係る事実を確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認



できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1392  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 32年３月１日から 37年７月１日まで            

 私は、申立期間の昭和 32 年３月１日から 37 年７月１日までＡ市     

のＢ金庫本店に勤務していた。結婚のため、退職したが、その時の厚生年

金保険被保険者期間は一時金で受け取ったことになっているが、説明を受

けたことも受け取ったことも無い。 

Ｂ金庫を辞めるときに８万円ぐらいの退職金をもらったことを記憶してい

るが、退職後はＢ金庫から一度も連絡は無かったし、Ｂ金庫の建物を訪れた

ことも無い。脱退手当金を受け取るのは物理的に無理だったので、納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の被保険者原票には脱退手当金を支給したことを示す「脱」の押印

がなされている上、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、

申立人の資格喪失日から約２か月後の昭和 37 年９月 13 日に支給決定されて

いるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、Ｂ金庫Ｃ部や当時の人事担当者からは、退職者には脱退手当金につ

いて説明を行っていたが、代理請求はしていなかった旨の証言が得られると

ともに、当時の同僚の一人は、自分は受給しなかったが、厚生年金保険を脱

退せず、国民年金に切り替えると、将来自分のためになるとの説明を受けた

と述べているほか、申立人の被保険者名簿の資格喪失日前後３年以内に資格

喪失した女性３名は、いずれも３か月以内に脱退手当金の支給決定がなされ

ていることを踏まえると、Ｂ金庫は、当時、退職者に脱退手当金について説

明をしていたものと推測される。 

このほか、申立人の申立期間に係る脱退手当金の受給の有無について確認



できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1393（事案 419の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 25年４月１日から 26年５月 30日まで 

② 昭和 26年６月４日から 32年６月 29日まで 

株式会社Ａを退職した後、自宅に送金があったが、当時は会社から送金

されたもので脱退手当金が送金されたという認識は無かった。しかし、社

会保険事務所で確認したところ、有限会社Ｂと株式会社Ａの厚生年金保険

被保険者期間については、脱退手当金の受給手続がなされているとのこと

であった。 

自分で脱退手当金の受給手続をしたことは無く、本人に無断で手続がな

されたことに納得がいかないので、調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人は、株式会社Ａを退職した後、

自宅に送金があったことを記憶しており、申立人に送金されたとする金額は

脱退手当金の支給額とおおむね一致するとともに、申立人が同社で支給され

ていたとする給与額と平均標準報酬月額もおおむね一致することから、申立

人は脱退手当金を受け取ったことが推認できるとして、既に当委員会から申

立人の年金記録の訂正は必要ないとする通知が平成 20 年 12 月２日付けで発

出されている。 

今般の再申立ての審議に当たり、社会保険庁が保管する申立人の厚生年金

保険被保険者台帳を再度確認したが、脱退手当金の支給年月日、支給金額、

脱退手当金を支給したことを意味する表示などが記されており、これら支給

記録の内容は、オンライン記録とも一致しており、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

一方、申立人は、申立期間に係る脱退手当金は、自分が請求手続をしたも



のではなく、社会保険事務所の職員が自分に無断で支給手続をしたものであ

ると主張するが、申立人の主張を裏付ける新たな周辺事情は見当たらない。 

以上のことから、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は認めら

れず、その他に当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと

認めることはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1395 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年 12月１日から 11 年７月 16日まで 

    社会保険事務所からの連絡により、Ａ株式会社に勤務した期間のうち、

平成 10 年 12 月から 11 年６月までの標準報酬月額が、16 万円となってお

り、実際の給与と相違があることが判明した。 

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 社会保険庁の記録では、申立人が代表取締役を務めていたＡ株式会社は、

平成 11 年７月 16 日に全喪しているところ、11 年８月３日付けで 10 年 12 月

から 11 年６月までの申立人に係る標準報酬月額が 59 万円から 16 万円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人が供述している当時の給与額を確認できる給与明細書等の資

料が無く、Ａ株式会社の社会保険に係る手続を担当していた社会保険労務士

事務所に確認をしたが、同社に係る資料はすべて破棄をしたとしており、当

時の状況を確認できる資料は見当たらない。 

さらに、申立人は平成 11 年７月当時、Ａ株式会社が厚生年金保険料を滞納

していたことを認めており、申立人の標準報酬月額の変更処理について、代

表取締役である申立人が知らなかったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負って

いる代表取締役である申立人が、会社の業務としてなされた当該行為につい

ては責任を負うべきであり、自ら標準報酬月額の減額訂正処理に関与しなが

ら当該減額処理が有効なものでないと主張することは信義則上妥当でなく、

申立期間における、厚生年金保険の標準報酬月額の記録に係る訂正を認める

ことはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1396 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録については、

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年 11月１日から 10年 10月 28日まで 

    社会保険事務所からの連絡により、代表取締役を務める株式会社Ａにお

ける申立期間の標準報酬月額が、給与から控除されていた保険料に見合う

標準報酬月額と相違していることが判明した。そのため、申立期間の標準

報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人が代表取締役を務める株式会社Ａは、平成

10 年 10 月 28 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっているところ、

申立人の標準報酬月額は同年 10 月 30 日付けで、８年 11 月から 10 年９月ま

での間について、59万円から 30万円に訂正されていることが確認できる。 

しかし、代表取締役である申立人が関与していなかったとは考え難く、元

従業員からも、当時の状況等に関する具体的かつ詳細な供述が得られた。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負って

いる代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行為につい

ては責任を負うべきであり、自ら標準報酬月額の減額処理に関与しながら、

当該減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上妥当でなく、

申立人の厚生年金保険の申立期間に係る標準報酬月額の記録の訂正を認める

ことはできない。 



埼玉厚生年金 事案 1397 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録については、

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年７月１日から７年９月 21日まで 

    社会保険事務所からの連絡により、株式会社Ａにおける被保険者期間の

うち、平成７年 10 月において、標準報酬月額が６年７月までさかのぼり

９万 2,000円に引き下げられていることがわかった。 

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 社会保険庁の記録では、申立人が代表取締役を務めていた株式会社Ａは、

平成７年９月 21 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっているとこ

ろ、同年 10 月４日付けで６年７月から同年 10 月までの申立人に係る標準報

酬月額 53 万円（当該期間における厚生年金保険の最高標準報酬月額）と、同

年 11 月から７年８月までの申立人に係る標準報酬月額 59 万円（当該期間に

おける厚生年金保険の最高標準報酬月額）が、９万 2,000 円に遡及
そきゅう

して訂正

されていることが確認できる。 

しかしながら、株式会社Ａの社会保険の手続については、申立人の配偶者

が処理を行っていたという同僚等の供述もあり、先の地位及び役割上の事情

も勘案すると、申立人の標準報酬月額の減額処理について、代表取締役であ

る申立人が知らなかったとは考え難い。 

また、破産管財人等の第３者の関与もうかがえない。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負って

いる代表取締役である申立人が、会社の業務としてなされた当該行為につい

ては責任を負うべきであり、前述の状況から判断すると、標準報酬月額が有

効なものでないと主張することは信義則上妥当でなく、申立期間における厚

生年金保険の標準報酬月額の記録に係る訂正を認めることはできない。 


